
別 冊

令和８年度高齢者福祉施設等の整備に

係る協議手続について

福岡県保健医療介護部介護保険課



 

関係資料・様式等目次 

 

１ 令和８年度高齢者福祉施設等の整備に係る協議手続について・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 

２ 福岡県社会福祉法人・社会福祉施設等整備審査要綱・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

 

３ 福岡県社会福祉法人・社会福祉施設等整備審査基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

 

４ 協議にかかる提出書類 

○ 提出書類一覧表                            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

○ 協議様式（市町村用）                       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

○ 協議様式（福岡県介護保険広域連合用）       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

○ 協議様式（法人用）                         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

○ 様式１                   [整備計画総括表]・・・・・・・・・・・・・・１６ 

○ 様式２、２－２、２－３           [施設整備に関する状況]・・・・・・・・・・・１７ 

○ 様式３、３－２、別紙１、別紙２、別紙３   [資金関係]・・・・・・・・・・・・・・・・・２０ 

○ 収入・支出見込計算書（参考様式１）（記載例） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６ 

○ 人件費見込額の内訳（参考様式２）（記載例） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９ 

○ 様式４、４－２                [建設予定地の状況]・・・・・・・・・・・・・３１ 

○ 様式４－２（記載について）                 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３３ 

○ 様式４－３、４－４（記載例）        [地域住民等への説明]・・・・・・・・・・・・３６ 

○ 様式４－５（記載例）、４－６         [隣接地権者等への説明]・・・・・・・・・・・３９ 

○ 施設整備に関する同意書（参考様式３－１、３－２）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４２ 

○ 様式５、５－２               [整備施設の概要]・・・・・・・・・・・・・・４４ 

○ 着工管理表（別紙４）（記載例）              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４６ 

○ 暴力団排除に係る誓約書（別紙５）           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４８ 

○ 誓約書（別紙６）               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０ 

 

５ 令和８年度高齢者福祉施設等施設整備費補助額算定表（予定） ・・・・・・・・・・・・・・・・５２ 

 

６ 施設整備上の留意点 

○ 施設整備上の留意点（一般的留意事項）       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５４ 

○ 福岡県福祉のまちづくり条例                 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６ 

○ 施設整備上の留意点（特別養護老人ホーム）   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６１ 

○ 施設整備上の留意点（養護老人ホーム）       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６８ 

○ 施設整備上の留意点（軽費老人ホーム）       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７０ 

○ 施設整備上の留意点（介護老人保健施設）       ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７３ 

○ 高齢者福祉施設等整備に係る隣接地権者、地域住民等の同意について ・・・・・・・・・・・・７６ 

 

 



 
 

令和８年度高齢者福祉施設等の整備に係る協議手続について 
 
 

  高齢者福祉施設等の整備に関する県への協議は、整備方針、概要及びこの冊
子に基づいて行いますので、内容をよく御理解の上、協議手続を進められるよ
うお願いします。 

 

１ 高齢者福祉施設等の整備方針 

○ 「令和８年度高齢者福祉施設等の整備方針」を御確認ください。 
○ 福岡県のホームページでも公表します。 

    （http://www.pref.fukuoka.lg.jp/から、「健康・福祉」→「高齢者福祉」 
を御覧ください。） 

○ 指定都市（北九州市及び福岡市）及び中核市（久留米市）の区域で整備さ
れるものについては、それぞれの担当窓口にお問い合わせください。 

 

２ 協議書類の提出 

(1) 提 出 先          協議施設の所在する市町村 

(2) 提出書類     別添のとおり 

(3) 提出部数     ２部（正・副） 

※副本は、正本の写しで構いません。 

※県提出分以外に、市町村でも協議書類を求められ 
ることがありますので、御確認ください。 

(4) 提出期限 
 
          提  出  先 

 
      提 出 期 限 

 
 設置希望者 → 市町村 

 
市町村にお問い合わせください。 

 
３ 協議書類提出後の手続 

 (1) ヒアリング 

○  市町村からの協議後、市町村及び設置希望者に対するヒアリングを行
います。 

 ○  審査の中途において、追加資料を求めることがあります。 

 ○  ヒアリングの日程は、令和８年６月中旬以降を予定しています。 
 

  (2) 適否の決定 

 ○  福岡県の審議会及び審査会における審査を経て、整備計画の適否が決 
定されます。 

 ○  適否の決定の時期は、令和８年８月以降の予定です。 
○  補助金の内示の時期は、令和８年９月以降の予定です。 

 
  

 担 当：福岡県保健医療介護部 
     介護保険課施設整備係 
 T E L：０９２－６４３－３２４９ 
 E-mail：k-seibi@pref.fukuoka.lg.jp 
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福岡県社会福祉法人・社会福祉施設等整備審査要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、社会福祉法（昭和26年法律第45号）第２条に規定する社会福祉事業

に係る施設（以下「社会福祉施設等」という。）並びに介護保険法（平成９年法律第

123号）第８条第11項に規定する特定施設で同項に規定する特定施設入居者生活介護に

係る指定を受けるもの（以下「指定特定施設」という。）及び同法第８条第28項に規

定する介護老人保健施設に関する整備事業計画並びに社会福祉法人に係る認可等の審

査事務を、適正かつ公平に執行するために必要な事項を定める。 

 

 （審査機関の設置） 

第２条 保健医療介護部及び福祉労働部（以下「各部」という。）が所管する社会福祉施

設等並びに保健医療介護部が所管する指定特定施設及び介護老人保健施設に関する整

備事業計画並びに社会福祉法人に係る認可等を審査するため、各部に社会福祉法人・

社会福祉施設等整備審査会（以下「審査会」という。）を設置する。 

２ 各部に設置する審査会は、各部の部長が指名する者をもって組織する。 

３ 各部に設置する審査会の庶務は、保健医療介護部にあっては介護保険課、福祉労働部

にあっては福祉総務課において処理する。 

４ 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営等に関する事項は、別に定める。 

 

 （審査の対象） 

第３条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。 

（１）社会福祉施設等（保育所を除く。以下次号及び第３号において同じ。）及び介護老

人保健施設に関する整備事業計画のうち、国又は県の補助を希望するもの 

（２）創設その他定員の増減を伴う社会福祉施設等及び介護老人保健施設に関する整備事

業計画のうち、民間公益補助を希望するもの 

（３）前２号に定めるもののほか、社会福祉施設等のうち社会福祉法第２条第２項に規定

する社会福祉事業に係る施設並びに指定特定施設及び介護老人保健施設に関する整

備事業計画のうち、創設その他定員の増減を伴うもの 

（４）社会福祉法人（社会福祉法第109条に規定する市町村社会福祉協議会を除く。以下

次号及び第６号において同じ。）の設立 

（５）社会福祉法人の合併 

（６）社会福祉法人の解散 

２ 前項第１号から第３号までに掲げる事項の審査は、社会福祉施設等、指定特定施設又

は介護老人保健施設の整備を計画する者が、これらの施設等の所管課が指示する関係

書類を、当該所管課が指示する期限までに県に提出したものについて行う。 

 

 （審査の基準） 

第４条 審査会の審査は、関係法令、通知等のほか、別紙福岡県社会福祉法人・社会福祉

施設等整備審査基準に基づき行うものとする。 
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 （適否の決定） 

第５条 第３条第１項各号に掲げる事項について、知事は、審査会の審査結果に基づきそ

の適否を決定する。 

  なお、第３条第１項第１号から第３号までに掲げる事項の適否の決定については、知

事は、あらかじめ福岡県社会福祉審議会の意見を聴くものとする。ただし、知事が特

に災害復旧等緊急を要するものと認めた場合はこの限りでない。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成13年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成15年11月17日から施行する。［介護老人保健施設を審査対象に追加］ 

   附 則 

 この要綱は、平成17年11月28日から施行する。［保育所を審査対象から除外、国の審査

基準の改正に伴う改正］ 

附 則 

 この要綱は、平成18年４月１日から施行する。［国の審査基準の改正に伴う改正］ 

附 則 

 この要綱は、平成18年５月９日から施行し、平成18年４月１日から適用する。［福岡県

社会福祉審議会と福岡県児童福祉審議会の統合に伴う改正、県行政組織改正に伴う改正］ 

   附 則 

 この要綱は、平成20年９月25日から施行し、平成20年４月１日から適用する。［県行政

組織改正に伴う改正、国の審査基準の改正に伴う改正］ 

   附 則 

 この要綱は、平成22年５月17日から施行し、平成22年４月１日から適用する。［関係書

類の提出期限の見直し］ 

   附 則 

 この要綱は、平成23年２月18日から施行する。［指定特定施設を審査対象に追加、国の

審査基準の改正に伴う改正］ 

附 則 

 この要綱は、平成27年６月19日から施行し、平成27年４月22日から適用する。［県行政

組織改正に伴う改正］ 

   附 則 

 この要綱は、平成28年９月30日から施行し、平成28年４月１日から適用する。 

［県行政組織改正に伴う改正］ 

附 則 

 この要綱は、平成28年９月30日から施行し、平成28年７月20日から適用する。 

［人づくり・県民生活部審査会の庶務担当課移管に伴う改正］ 
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   附 則 

 この要綱は、平成30年２月９日から施行し、平成29年４月１日から適用する。 

［国の審査基準の改正に伴う改正］ 

   附 則 

 この要綱は、令和６年２月13日から施行し、令和５年４月１日から適用する。 

［県行政組織改正に伴う改正］ 
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（別紙） 

福岡県社会福祉法人・社会福祉施設等整備審査基準 

 

１ 社会福祉法人審査基準 

（１）設立の趣旨 

   設立の趣旨は、社会福祉事業を真に理解し、積極的に推進するものであって、その

純粋性を損なうものであってはならない。 

（２）役員等 

   法人の役員等（評議員又は役員）は、法人の健全な運営のための基本的機関を構成

する者であり、名目的役員等や、次に掲げる者が含まれていないこと。 

   ａ 法人 

   ｂ 成年被後見人又は被保佐人 

   ｃ 生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法又は法の規定に違反

して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの

者 

   ｄ ｃに該当する者を除くほか、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又

は執行を受けることがなくなるまでの者 

   ｅ 所轄庁の解散命令により解散を命ぜられた社会福祉法人の解散当時の役員 

   ｆ 暴力団員等の反社会的勢力の者 

 

 

  ア 評議員 

  （ア）法人において社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者として適正な

手続きにより選任されていること。 

  （イ）法人の理事、監事又は職員を兼ねていないこと。 

  （ウ）各評議員又は各役員の配偶者又は３親等以内の親族が含まれていないこと。 

  （エ）各評議員又は各役員と特殊の関係がある者が含まれていないこと。 

  （オ）評議員の数は理事の員数を超える数とすること。ただし、平成27年度における

法人全体の事業活動計算書におけるサービス活動収益の額が４億円を超えない法

人については、平成29年４月１日から３年間、４人以上であること。 

 

  イ 理事 

  （ア）社会福祉事業について熱意と理解を有し、かつ、実際に法人運営の職責を果た

し得る者であること。 

  （イ）他市町村に居住する役員については、法人業務の実質的運営に参加することが

可能な者に限ること。 

  （ウ）社会福祉事業の経営に関する識見を有する者が含まれていること。 

  （エ）法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者が含まれてい

ること。 

  （オ）法人が施設を設置している場合にあっては、当該施設の管理者が含まれている

こと。 

5



 

  （カ）理事は６人以上でなければならないこと。 

  （キ）理事には、理事本人を含め、その配偶者及び３親等以内の親族その他各理事と

特殊の関係のある者（以下「理事の親族等特殊関係者」という。）が理事の総数

の３分の１を超えて含まれてはならないこと。ただし、理事の親族等特殊関係者

の上限は３人であること。 

（ク）理事長が、理事会の決定に基づき、法人の内部的・対外的な業務執行権限を有

していること。 

  （ケ）理事長以外にも、法人の業務を執行する理事を理事会で選定することができる

こと。 

 

 ウ 監事 

  （ア）監事は、理事又は職員を兼ねていない者であること。 

  （イ）監事に、社会福祉事業について識見を有する者が含まれていること。 

  （ウ）監事に、財務管理に識見を有する者が含まれていること。 

  （エ）監事は、２人以上でなければならないこと。 

  （オ）監事に、各役員の配偶者又は３親等以内の親族が含まれていないこと。 

  （カ）監事に、各役員と特殊の関係のある者が含まれていないこと。 

 

（３）会計監査人 

 （ア）前年度の決算における法人単位事業活動計算書中の「サービス活動増減の部」の

「サービス活動収益計」が30億円を超える法人又は、法人単位貸借対照表中の 

「負債の部」の「負債の部合計」が60億円を超える法人においては、会計監査人

を設置していること。 

 （イ）会計監査人は公認会計士又は監査法人であること。 

 （ウ）会計監査人が法人の役員等となっていないこと。 

 

（４）資産 

   法人の資産は、事業の公共性、安定性及び継続性を保持するために次の条件に適合

するものでなければならないこと。 

  ア 社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件について所有権を有している

こと又は国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること。 

    なお、都市部等土地の取得が極めて困難な地域においては、不動産の一部（社会

福祉施設を経営する法人の場合には、土地）に限り国若しくは地方公共団体以外

の者から貸与を受けていることとして差し支えないこととするが、この場合には

、事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記しな

ければならないこと。 

    ただし、次の場合には資産要件を緩和するものであること。 

  （ア）特別養護老人ホームを設置する場合又は身体障害者更生援護施設を経営してい

る既設法人が身体障害者福祉ホームを設置する場合 

     都市部等地域以外の地域においても、国又は地方公共団体以外の者から施設用

地の貸与を受けて設置することを認めるものであること。 
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     なお、この場合においても、特別養護老人ホーム又は身体障害者福祉ホームを

経営する事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを

登記するものとすること。 

  （イ）小規模な障害者通所授産施設を設置する場合 

     身体障害者授産施設、知的障害者授産施設又は精神障害者授産施設で利用者が

10人以上の通所施設（以下「小規模通所授産施設」という。）の設立を目的と

して法人を設立する場合においては、次に掲げる要件を満たしているものとす

ること。 

    ａ 基本財産については、原則として、小規模通所授産施設の用に供する不動産

（以下「施設用不動産」という。）のすべてについて所有権を有しているこ

と。ただし、1,000万円以上に相当する資産（現金、預金、確実な有価証券又

は不動産に限る。以下同じ。）を有している場合には、国若しくは地方公共

団体から貸与若しくは使用許可、又は国若しくは地方公共団体以外の者から

貸与を受けていても差し支えないこと。 

    ｂ ５年（特定非営利活動法人の場合又は当該小規模通所授産施設についてその

所在地の市町村長が法人格を取得することについて推薦をした場合には３年

）以上にわたって、在宅障害者通所援護事業の要件に合致する事業の経営実

績を有しているとともに、地方公共団体又は民間社会福祉団体からの委託又

は助成を現に受けているか、あるいは過去に受けていたことがあること。 

    ｃ 本県の区域内においてのみ事業を実施すること。 

  （ウ）既設法人が通所施設を設置する場合 

     既設法人（第一種社会福祉事業又は第二種社会福祉事業のうち保育所を経営す

る事業若しくは精神障害者社会復帰施設を経営する事業を行うものに限る。）

が以下に掲げる通所施設を整備する場合には、当該通所施設の用に供する不動

産のすべてについて、国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けていても差

し支えないこと。 

     なお、貸与を受けている不動産については、原則として、地上権又は賃借権を

設定し、かつ、これを登記しなければならないこととするが、建物の賃貸借期

間が賃貸借契約において10年以上とされている場合や、貸主が地方住宅公社若

しくはこれに準ずる法人又は地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い

主体である場合等のように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断で

きる場合には、地上権又は賃借権の登記を行わないこととして差し支えない。 

    ａ 知的障害者通園施設、盲ろうあ児施設（通所施設に限る。）又は肢体不自由

児施設（通所施設に限る。） 

    ｂ 情緒障害児短期治療施設（通所部に限る。）又は児童自立支援施設（通所部

に限る。） 

    ｃ 身体障害者授産施設（通所施設に限る。） 

    ｄ 知的障害者更生施設（通所施設に限る。）又は知的障害者授産施設（通所施

設に限る。） 

    ｅ 保育所又は児童家庭支援センター 

    ｆ 母子福祉施設 
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    ｇ 老人デイサービスセンター、老人福祉センター又は老人介護支援センター 

    ｈ 身体障害者福祉センター、補装具製作施設又は視聴覚障害者情報提供施設 

    ｉ 知的障害者デイサービスセンター 

    ｊ 精神障害者社会復帰施設のうち精神障害者授産施設（通所施設に限る。）、

精神障害者福祉工場又は精神障害者地域生活支援センター 

  （エ）既設法人以外の法人が保育所を設置する場合 

     都市部等地域以外の地域であって緊急に保育所の整備が求められている地域に

おいては、国又は地方公共団体以外の者から施設用地の貸与を受けていても差

し支えないこと。 

     なお、貸与を受けている土地については、原則として、地上権又は賃借権を設

定し、かつ、これを登記しなければならないこととするが、貸主が地方住宅公

社若しくはこれに準ずる法人又は地域における基幹的交通事業者等の信用力の

高い主体である場合等のように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判

断できる場合には、地上権又は賃借権の登記を行わないこととして差し支えな

い。 

  （オ）地域密着型介護老人福祉施設の「サテライト型居住施設」を設置する場合 

     次に掲げる要件を満たしている場合には、サテライト型居住施設の用に供する

不動産のすべてについて、国又は地方公共団体以外の者から貸与を受けていて

も差し支えないこと。 

    ａ 当該サテライト型居住施設の設置により、当該社会福祉法人が設置するサテ

ライト型居住施設に関し、その用に供する建物について、国又は地方公共団

体以外の者から貸与を受けている施設の定員の合計数が、当該社会福祉法人

が設置する入所施設（社会福祉法第２条第１項に規定する社会福祉事業及び

同条第４項に規定する事業のうち、利用者を入所させて保護を行うものに係

る施設をいう。）の定員の合計数の２分の１を超えないこと。 

    ｂ 貸与を受けている不動産について、当該サテライト型居住施設を経営する事

業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記する

こと。 

  イ 社会福祉施設を経営する法人にあっては、すべての施設等（身体障害者福祉工場

、知的障害者福祉工場を含む。以下この項について同じ。）についてその施設等

の用に供する不動産は基本財産としなければならないこと。ただし、すべての施

設等の用に供する不動産が国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けてい

るものである場合にあっては、100万円（平成12年12月１日以降新たに設立される

法人の場合には1,000万円）以上に相当する資産を基本財産として有していなけれ

ばならないこと。 

  ウ 社会福祉施設を経営しない法人は、原則として１億円以上の資産を基本財産とし

て有すること。ただし、委託費等で事業継続に必要な収入が安定的に見込める場

合については、当該法人の基本財産は当該法人の安定的運営が図られるものとし

て知事が認める額の資産とすることができる。 

  エ 居宅介護等事業の経営を目的として法人を設立する場合において、５年（特定非

営利活動法人の場合又は当該居宅介護等事業の事業所の所在地の市町村長が法人
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格を取得することについて推薦をした場合には３年）以上にわたって、居宅介護

等事業の経営の実績を有し、地方公共団体からの委託、助成又は介護保険法に基

づく指定居宅サービス事業者の指定を受けており、かつ、本県の区域内において

のみ事業を実施する場合には、1,000万円以上に相当する資産を基本財産とするこ

とで足りるものとする。 

  オ 地域・共同生活援助事業の経営を目的として法人を設立する場合において、５年

（特定非営利活動法人の場合又は当該地域・共同生活援助事業の事業所の所在地

の市町村長が法人格を取得することについて推薦をした場合には３年）以上にわ

たって、地域・共同生活援助事業の経営の実績を有し、地方公共団体から委託、

助成、介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定又は知的障害者福祉法

に基づく指定居宅支援事業者の指定を受けており、かつ、本県の区域内において

のみ事業を実施する場合には、1,000万円以上に相当する資産を基本財産とするこ

とで足りるものとする。 

  カ 介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業の経営を目的として法人を設立する場合にお

いて、５年（特定非営利活動法人の場合又は当該訓練事業の事業所の所在地の市

町村長が法人格を所得することについて推薦をした場合には３年）以上にわたっ

て、当該訓練事業の経営の実績を有し、地方公共団体又は民間社会福祉団体から

の委託又は助成を受けているか、過去に受けていたことがあり、かつ、本県の区

域内においてのみ事業を実施する場合には、1,000万円以上に相当する資産を基本

財産とすることで足りるものとする。 

  キ その他財産として建設自己資金、当該法人の年間事業費の12分の１以上に相当す

る運転資金及び法人運営費を確保すること。 

    なお、指定介護老人福祉施設等の介護保険法上の事業にも該当する社会福祉事業

を主として行う場合にあっては、当該法人の年間事業費の12分の２以上に相当す

る運転資金及び法人運営費を確保することが望ましいこと。 

（５）その他 

   設立代表者又は法人理事長への就任を予定している者が既に別の法人の理事長であ

る場合には、異なる事業主体を設立する必要性が認められるものであること。 

 

２ 社会福祉施設等整備事業計画審査基準 

（１）必要性 

  ア 施設整備は、地域の福祉需要に対応したものであって、長期的展望に立ったもの

でなければならないこと。 

  イ 施設を利用する対象児者の動向が把握できる直近の人口、普及率、充足率等の資

料に基づき、真に必要であると判断されるものでなければならないこと。 

（２）設置場所（立地条件） 

  ア 交通事情、地理的条件等からして施設の機能が十分果たせる位置にあること。 

  イ 所在地域住民の了解を得ていること（日照、騒音、浄化設備等）。 

  ウ 入所者等の健康管理、治療等を行うことができる医師を施設の近くに確保できる

こと。 

  エ 同種の施設が偏在していないこと。 
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（３）施設の規模 

  ア 施設の規模は、当該地域における対象児者等の現状、設置主体の財政事情等から

適切な規模及び構造でなければならない。 

  イ 施設の用に供する建物及び敷地はその施設の種別及び入所定員又は利用定員に応

じた適正な規模であって、建物は独立行政法人福祉医療機構が定めた貸付基準面

積以内を原則とし、また敷地は法人所有地又は寄附によるが、都市部等で真にや

むを得ない事情で他から賃借する場合は、原則として、独立行政法人福祉医療機

構の貸付基準面積の３倍以内であること。 

（４）建設財源 

  ア 自己資金 

  （ア）新設又は定員増を伴う施設の増設を予定している場合は、総事業費の10パーセ

ント以上を自己資金として確保していること。 

  （イ）寄附金は、不確実な要素がないものに限ること。寄附金は、補助事業を行うた

めに締結する契約の相手方及びその関係者から受領するものでないこと。また

、実質的にこれらの者から寄附金を受領したとみなされるものでないこと。 

  （ウ）寄附金の財源は、寄附者本人の現有資産であって、寄附実行の予定時期に寄附

金として法人への贈与が可能なものであるとともに、寄附実行までの間、その

確実性が損なわれるものであってはならないこと。 

  （エ）現有資金は、預金等確実なものに限ること。 

  イ 借入金 

  （ア）借入先は、独立行政法人福祉医療機構又は独立行政法人福祉医療機構との間で

、協調融資に係る覚書を締結した民間金融機関に限ること。 

  （イ）償還金の財源が確実なものであること。 

（５）その他 

  ア 既設法人にあっては、適正な法人運営がなされているものであること。 

  イ 既設法人の施設の新増設は、原則として前回の施設整備補助事業年度を含めて３

年度を経過していること。 

 

３ 介護老人保健施設整備事業計画審査基準 

（１）審査対象となる法人 

   審査の対象とする法人は、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人その他厚生労働

大臣が定める者とする。ただし、次に掲げる法人については、審査の対象とはしな

いこととする。 

  ア 営利を目的とするもの。   

  イ いわゆる「休眠法人」の状態にあり、事業を実施していないもの。 

  ウ 法人の定款や施設の運営等について明らかな瑕疵があると認められるもの。 

（２）審査事項 

   整備事業計画の審査については、次に掲げる事項を審査するものとする。 

    ア 整備事業計画が地域のニーズを踏まえたものであり、例えば介護老人保健施設が

未設置の市町村に整備されること等を内容とした、適正配置上の必要度が高いも

のであること。 
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  イ 認知症専門棟を計画する等、認知症高齢者のケアに配意した施設であること。 

  ウ 病院併設型施設であること、協力医療機関と緊密な連携がなされていること等、

医療サービスの提供が十分に確保されていること。 

  エ 施設の建設に際して用地の開発許可や農地転用許可等が必要な場合、又は建設地

内の里道や水路の払下げが必要な場合においては、事前の調整等により建設計画

に支障がないと見込まれること。 

  オ 自己資金、金融機関からの融資の見込み、担保能力の状況等、施設整備のための

資金が確保されていること。 

  カ 高齢者の在宅ケアを支援する居宅サービス等の機能が充実していること。 

  キ その他、創意工夫された施設、設備、運営内容等を有する施設であること。 

（３）その他 

   この審査基準に定めるもののほか、介護老人保健施設の開設に係る審査については

、別途知事が定める「介護老人保健施設開設に係る協議実施要領」によるものとす

る。 

 

４ 指定特定施設の整備事業計画審査基準 

（１）審査対象となる法人 

   審査の対象となる法人は、指定特定施設の指定を受けようとする法人とする。ただ

し、次に掲げる法人については、審査の対象とはしないこととする。 

ア いわゆる「休眠法人」の状態にあり、事業を実施していないもの。 

イ 法人の定款、施設の運営等について明らかな瑕疵があると認められるもの。 

（２）審査事項 

整備事業計画の審査については、次に掲げる事項を審査するものとする。 

ア 整備事業計画が地域のニーズを踏まえたものであり、例えば指定特定施設が未

設置の市町村に整備されること等を内容とした、適正配置上の必要度が高いもの

であること。 

イ 認知症高齢者のケアに配意した施設であること。 

ウ 施設の建設に際して用地の開発許可や農地転用許可等が必要な場合、又は建設

地内の里道や水路の払下げが必要な場合においては、事前の調整等により建設計

画に支障がないと見込まれること。 

エ 自己資金、金融機関からの融資の見込み、担保能力の状況等、施設整備のため

の資金が確保されていること。 

オ その他、創意工夫された施設、設備、運営内容等を有する施設であること。 

（３）その他 

   この審査基準に定めるもののほか、指定特定施設の指定に係る審査については、別

途知事が定める「指定特定施設の指定に係る協議実施要領」によるものとする。 
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様式 確認 備考

協議様式

様式 確認 備考

協議様式

様式1

様式2

様式2-2

様式2-3

様式3

様式3-2

任意様式

[別紙1]

[別紙2]

[別紙3]

[参考様式1]

[参考様式2]

様式4

様式4-2

様式4-3

様式4-4

様式4-5

様式4-6

様式5

様式5-2

[別紙4]

任意様式

[別紙5]

[別紙6]

※留意事項

　□介護保険法第８６条第２項第２号から第７号まで
　　 の規定に該当しない旨の誓約書

　□行政区長、自治会長の同意書

　□法的な各種開発規制等に該当する場合は、確
　　 実に解除が可能と確認できる書類（任意様式）

　□工事工程表

[参考様式3-1]

　□暴力団排除に係る誓約書 　法人役員等　[理事・監事及び評議員、並びに管理者又は施設長]

　□建設予定施設の平面図、配置図、立面図

　隣接地権者の同意書（参考様式3-2）、又は隣接地権者等への説明経過（様式4-5）を提出するこ
と。

　図面には、各室の面積、廊下幅等基準を満たしていることが分かるように数値を記載すること。数
値の記載が困難な場合は、各室面積表（任意様式）でもよい。

　□人件費見込額の内訳

　□収入・支出見込計算書

任意様式

　□協議様式（法人用）

　□下記　「②法人等提出書類」　一式

書類の内容等

　□建設予定地の字図（写し）

　□資金計画に関するもの

　□抵当権等の所有権以外の権利設定について
　　 確実に解除が可能と確認できる書類

　□事業者に対する複数協議の有無の確認等

　市町村補助がある場合に提出のこと。　□市町村補助金確約書

任意様式

　□資産申立書

　整備を計画している者と十分な協議を行い、審査すること。　　[整備方針を参照]

　　＜◆様式３に関するもの（添付書類）＞

　市町村の保健福祉計画、当該市町村にある既存施設等の利用状況等を踏まえ、協議施設の必要
性や緊急性などが明らかになるようにすること。また、地元の同意状況について、記載すること。選定
事業者に対する評価点を記載すること。
　施設整備協議書を提出した事業者に対して、当該市町村以外の市町村に施設整備協議を行って
いるか確認を行うとともに、複数の市町村に協議を予定している者については、協議を行っているす
べての事業の資金計画の提出を求め、審査すること。

提出書類一覧表

①市町村提出書類　　（市町村　→　県　への提出書類）
書類の内容等 留意事項

　□整備に係る市町村長の意見書 任意様式

　□協議様式（市町村用）

３　提出に当たっては、この表の順に綴じること。

１　書類の添付漏れがないよう注意すること。

　□着工管理表

　□その他参考となる資料

２　提出する書類については、「確認」欄に○をつけること。提出する必要がない場合は、その旨を「備考」欄に記載すること。

●その他提出資料

　抵当権等の所有権以外の権利が設定されている場合に提出のこと。

留意事項

　□建設予定地の位置図（周辺図）

　□施設設置に関するもの

　□寄附能力を証明する（預金・融資）残高証明書等

　法人全体及び各施設分

　　＜◆様式４に関するもの（添付書類）＞

　□贈与契約確約書

　自治会・町内会等への説明経過（様式4-4）、又は行政区長、自治会長の同意書（参考様式3-1）
を提出すること。

　□建設予定地の現況写真

　市街化調整区域、農業振興地域の整備に関する法律などの規制に該当する場合に提出のこと。

　行政区長、自治会長の同意書（参考様式3-1）又は住民説明会記録（様式4-4）を提出すること。

　□建設予定地に関するもの

　既存借入分も提出のこと。

　贈与（寄附）がある場合に提出のこと。

開設１年目及び開設２年目の見込みを提出のこと。

　敷地の購入または贈与の場合は、売買確約書（贈与契約書）等を提出のこと。また、事業の存続に
必要な期間の地上権又は賃借権を設定することにより、建設予定地を確保する場合は、それが確実
であることを確認できる書類を提出のこと（別紙2を参考にすること。）

②法人等提出書類　　（法人等　→　市町村　への提出書類）

　□借入金償還計画表

　□予算・決算関係書類

　□整備計画総括表

　創意工夫による整備を行う場合は、利用者見込調査結果などの参考となる資料

　　＜◆様式５に関するもの（添付書類）＞

　□隣接地権者の同意書 [参考様式3-2]

　□施設の概要に関するもの

　□「創意工夫による整備」に係る参考資料

　□工事見積書

　行政区、自治会等の範囲が分かるようにすること。

　□売買確約書等

　隣接地権者等への説明経過（様式4-5）、又は隣接地権者の同意書（参考様式3-2）を提出するこ
と。

　字図には、建設予定地を明示し、隣接地権者の氏名又は名称を記載すること。

　□建設予定地の登記簿謄本（写し）

任意様式
[＊別紙2]
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協議様式（市町村用） 

 

文  書  番  号  

    年  月  日  

 

福 岡 県 知 事  殿 

（保健医療介護部介護保険課） 

 

市 町 村 長 名  

（所 管 課 名）  

 

 

（元号）○○年度高齢者福祉施設等の整備について（協議） 

 

 

 このことについて、本市（町）（村）は、下記の施設の整備が必要と認めます

ので、「（元号）○○年度高齢者福祉施設等の整備方針について」（（元号）○年

○月○○日○介第○○○○号福岡県保健医療介護部長通知）に基づき、関係書

類及び市町村の意見書を添えて協議します。 

 

記 

 

１ 設置主体について 

（１）法人名       ○○○○法人  ○○○○ 

（２）理事長名      ○○ ○○ 

（３）法人所在地     ○○○○○○○○○ 

 

 

２ 施設整備事業計画について 

（１）施設種別      ○○○○ 

（２）工事区分      ○○ 

（３）定員        ○○人 

（４）施設名       ○○○○ 

（５）設置予定地     ○○○○○○○○ 

（６）竣工予定      （元号）○○年○月（予定） 
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協議様式（福岡県介護保険広域連合用） 

 

文  書  番  号  

年  月  日  

 

福 岡 県 知 事  殿 

（保健医療介護部介護保険課） 

 

福岡県介護保険広域連合長  

（所 管 課 名）   

 

（元号）○○年度高齢者福祉施設等の整備について（協議） 

 

 

 このことについて、下記の施設の整備が必要と認めますので、関係書類を添

えて協議します。 

 

記 

 

市町村名 施設種別 工事区分 定員（人） 法人名 施設名 
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協議様式（法人用） 

 

文  書  番  号  

  年  月  日  

 

○○市（町）（村）長   殿 

（○○部（局）○○○課） 

 

                     法人所在地 

                     法人名          印 

理事長名 

 

 

（元号）○○年度高齢者福祉施設等の整備について（協議） 

 

 

 このことについて、下記の施設を整備したいので、関係書類を添えて協議し

ます。 

 

記 

 

１ 施設種別      ○○○○ 

２ 工事区分      ○○ 

３ 定員        ○○人 

４ 施設名       ○○○○ 

５ 設置予定地     ○○○○○○○○ 

６ 竣工予定      （元号）○○年○月（予定） 
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様　式　１

ふ り が な

法 人 名

ふ り が な

代 表 者 名

法 人 の 所 轄 庁

第１種

第２種

ふ り が な

事 務 担 当 者 名 　（職　　名）

電 話 番 号

ファクシミリ番号

Ｅメールアドレス

※　連絡先として、コンサルタント、設計会社は認めない。

施 設 種 別 施 設 の 名 称

設 置 場 所

整 備 区 分

定 員

整 備 前

整 備 後

（注）様式３の「○　資金計画」に記載された額と一致すること。

　１　国　　　　２　県　　　　３　（　　　　　　　　　）市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

設
置
主
体

主たる事務所の
所　　 在　　 地

（〒　　　　　　　　　　）

住　　　　　所
連
　
　
絡
　
　
先

寄 附 金

事　　　業　　　費

実 施 し て い る
社 会 福 祉 事 業

整
　
備
　
概
　
要

そ の 他 （ 事 業 運 営 費 ）

合　　　　　計

資　　金　　内　　訳

県 補 助 金

市 町 村 補 助 金

民 間 公 益 補 助 金

借 入 金

そ の 他 （ 自 己 資 金 ）

施 設 整 備 費

設 備 整 備 費

設 計 管 理 費

土 地 取 得 費

土 地 造 成 費

　　　　　　　　　　人

（単位：千円）

印　

（〒　　　　　　　　　　）

資
　
金
　
計
　
画

整　　備　　計　　画　　総　　括　　表

　　　　　　　　　　人

　　　　　　　　　　人

合　　　　　計
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様　式　２

施設（事業所）の運
営方針について

　どのような施設（事業所）の運営を目指すのか、具体的に記載すること。

整備しようとする施設（事業所）について

施設（事業所）の整
備の必要性について

　施設（事業所）の整備の必要性について、具体的に記載すること。
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様　式　２－２

　　※協力病院の確保（予定）がある場合は、下表に記入すること。

　把握している場合には、把握方法、内容等を具体的に記載すること。

　 どのような理由で建設予定地を決定したのか。

㎞

㎞

㎞

㎞

　運営している施設全て（開設予定のものを含む。）を、下表に記載すること。

施設種別 名　　称 定員 開設年度 補助金の有無

行政機関からの距離

医療機関からの距離

協力病院の確保（予
定）

　（該当するものに○）

確保している　・　予定している　・　確保していない

病　　　院　　　名 所　　　在　　　地

最寄りの交通機関

既設法人における施
設の運営状況

地域における施設に
対するニーズの把握

　（該当するものに○）

把握している　・　把握していない

建設予定地の立地
条件等

　 また、住宅地、行政機関、医療機関からの距離、交通網等について、
具体的に記載すること。

住宅地からの距離

18



様　式　２－３

　１　既に実施している。

　　　　（元号）　　　　年　　　　月から

　３　実施する予定はない。

　　　　　実施しない理由：

社会福祉法人等に
よる利用者負担軽減
制度への取組状況
について

　（該当するものに○）

　２　今後実施する予定である。
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様　式　３

○　資金計画

　※　市町村補助金は、市町村と十分に協議の上記載し、補助金確約書（任意様式）を添付すること。

(1)　施設別事業費の内訳（Ａの施設別内訳を記入すること。）

施設種別

費目

　※　改築・改修に伴う創意工夫による特色ある整備については、施設種別欄に用途名を記入し、その
　　 事業費の内訳については、面積按分などによる額を記入すること。

(2)　県補助金の算定

　　別添の補助額算定表を参考に作成すること。

対象事業費 基準単価

Ｃと一致

　※　改築・改修に伴う創意工夫による特色ある整備については、施設種別欄に用途名を記入すること。

(3)　借入金の内訳（Ｄの内訳）

利　　息 合　　計

　　　　　　　Ｄと一致

借　　入　　先 借入額

（単位：千円）

備　　考

合　　　計

施設種別 総事業費 補助額

整備しようとする施設の資金計画について

県補助金（Ｃ）

民間公益補助金

その他
（事業運営費）

土地造成費 借入金（Ｄ）設
置
者
負
担

（単位：千円）

（単位：千円）

事　　業　　費

施設整備費

設計監理費

資　　金　　内　　訳

市町村補助金

土地取得費

備　　考

土地取得費

土地造成費

設備整備費

施設整備費

（単位：千円）

その他（事業運営費）

寄附金（Ｅ）

その他（Ｆ）
（自己資金）

設備整備費

設計監理費

合　　　計（Ａ） 　Ａ＝Ｂ

　(4)　に内訳記入

　(5)　に内訳記入

合　　　計（Ｂ）

　(2)　に内訳記入

　(3)　に内訳記入

計 　→　Ｇ

合　　　計

独立行政法人福祉医療機構
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様　式　３－２

(4)　寄附金の内訳（Eの内訳）

（単位：千円）

預貯金残高合計額 寄　附　金　の　額

(5)　その他（自己資金）の内訳（Ｆの内訳）

　※　貸借対照表の勘定科目を記載すること。 計

Ｆと一致

(6)　借入金に対する償還財源

　ア　借入金（利息を含む）に対する償還財源の内訳

介護報酬・管理費収入等
県・市町村による元利
償還金に対する補給

　イ　借入先への協議状況

実施している　・　実施していない

　実施している場合は、具体的な協議内容を記載すること。

　ウ　借入金に対する償還財源の設置者負担分の内訳（Ｈ欄の内訳）

（単位：千円）
項目

Ｈと一致

計

（単位：千円）

　内　容 金　　額

寄附予定者 前年の課税所得又は利益

　※　必ず寄附予定者の同意を得て記載し、資産申立書、贈与契約書（写し）及び
　　 寄附能力を証明する（預金・融資）残高証明書等を添付すること。

（単位：千円）

借　　入　　金
（利息を含む）

充　　　当　　　財　　　源

設置者負担分 合　　　計

 = G  Ｈ  = G

借入金の借入先との協議状況
（利率を含めた協議）

（該当するものに○）

負担の裏付根拠

計

負担金額内容
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〔別　紙　１〕

の

建設・設備資金 　　　　　　現金 　　　　　　　　　　　円
運転資金 　　　　　　土地 　　　　　　　　　　　㎡
用地（購入資金） として　　　　　　償還金総額
借入金償還金 　　　　　　　　　　　円

を寄附する私の資産は、下表のとおりであり、下記の事項を了承していることを申し立てます。
　また、次のことを誓約します。

　　　　年　　月　　日

住所

氏名 （記名押印又は署名）

　（法人との関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１　資産

面積　　　　　　　　　㎡

面積　　　　　　　　　㎡

面積　　　　　　　　　㎡

建物 床面積　　　　　　　 ㎡

種類

種類

種類

種類

種類

その他

２　負債

その他

３　正味資産（資産－負債）

千円

４　前年の年間所得額

記

　①　寄附に充てることを予定している資産については、寄附を実行するまで（または寄附を行わなく
　　なるまで）の間、他の目的に使用しません。
　②　寄附に充てることを予定している資産については、県への協議のために他者から借り入れた、
　　いわゆる見せ金ではありません。
　③　当事業を請け負う建設会社からのリベート等により寄附分を補填するようなことはしません。
　④　上記内容を確認するための県の調査等に協力します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

資　　産　　申　　立　　書

  社会福祉法人　　　　　　　　　　　　　　　

所在地 評価額　　　　　　　　円

土地 所在地 評価額　　　　　　　　円

所在地 評価額　　　　　　　　円

所在地 評価額　　　　　　　　円

預金

金融機関名 金額　 　　　　　　　　円

金融機関名 金額　 　　　　　　　　円

金融機関名 金額　 　　　　　　　　円

評価額　　　　　　　　円

評価額　　　　　　　　円
有価証券

資　　産　　の　　計 　　　　　　　　　　　円

借入金

借入先 残額　 　　　　　　　　円

借入先 残額　 　　　　　　　　円

借入先 残額　 　　　　　　　　円

　 　　　　　　　　　千円所得の種類

負　　債　　の　　計 　　　　　　　　　　　円
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〔別　紙　２〕

甲 住所

氏名 実印

乙 住所

社会福祉法人○○会理事長

氏名 実印

　　　　　　年　　月　　日

第２条　この契約に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。

贈　　与　　契　　約　　確　　約　　書（例）

　○○○○（以下「甲」という。）と社会福祉法人○○会理事長○○○○（以下「乙」
という。）は、次のとおり贈与契約を締結することを確約する。

第１条　甲は、乙に対して、社会福祉法人○○会の運営する施設○○園の改築に係る
  協議が採択されたときは、○○資金として、甲の所有する現金○○○○○円及び
  土地○○○○○円を、別記目録記載のとおり同法人に贈与することを約し、乙は
  これを承諾する。

　この契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙署名捺印の上、各自その１通を保有
する。
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〔別　紙　２〕（贈与者と贈与を受ける者が同一人となる場合）

住所

氏名 実印

贈与契約に関する確約書（例）

　　　　　　年　　月　　日

　私、○○○○は、社会福祉法人○○会の運営する施設○○園の改築に係る協議が採択
されたときは、同法人と贈与契約を締結し、○○資金として、私が所有する現金○○○
○○円及び土地○○○○○円を、別記目録記載のとおり贈与することを確約します。
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〔別　紙　３〕

利率（年）
施　　設　　名 法　　人　　名

1 　　　　　　年度
2 　　　　　　年度
3 　　　　　　年度
4 　　　　　　年度
5 　　　　　　年度
6 　　　　　　年度
7 　　　　　　年度
8 　　　　　　年度
9 　　　　　　年度

10 　　　　　　年度
11 　　　　　　年度
12 　　　　　　年度
13 　　　　　　年度
14 　　　　　　年度
15 　　　　　　年度
16 　　　　　　年度
17 　　　　　　年度
18 　　　　　　年度
19 　　　　　　年度
20 　　　　　　年度
21 　　　　　　年度
22 　　　　　　年度
23 　　　　　　年度
24 　　　　　　年度
25 　　　　　　年度

（注）
1

2

3

4

5 　償還財源のうち介護報酬を充当する場合は、別途、収支予算見込等を添付すること。

合　　　計

設置者負担分

借　　入　　先

償還
回数

償還年度

　既借入金があり、今回の施設整備で新たに借入予定がある場合は、既借入金と新規借入金は別様で作成し、既借入金については未償還額について記入すること。

　利息は、年２．６％で計算すること。

借　　　　　入　　　　　金　　　　　償　　　　　還　　　　　計　　　　　画　　　　　表

　県・市等の利子補給がある場合は、償還財源内訳に記入すること。

借  入  区  分 既借入金・新規借入金の別

償　　　還　　　財　　　源　　　内　　　訳

その他
（　　　　　　）

合計
県・市町村による元利
償還金に対する補給管理費

元金 利息
介護報酬 ホテルコスト

　償還財源のうちホテルコストを充当する場合は、別途、積算根拠を添付すること。
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〔参考様式　１〕

施設名
事業種別
事業区分
定員
開設予定時期

収入 ○介護保険収入

○ホテルコスト

○その他の収入

○人件費 ※内訳別紙
支出

○事務費

○事業費（給食費のみ）

○事業費（給食費除く）

○借入金元金償還金

○借入金利息返還金

○その他

収支差

※この様式により難い場合は、独自の様式でも作成可。
※デイサービス、ショートステイ等の併設施設がある場合は事業別に作成すること。

（元号）　　年度（開設　　年目）　収入・支出見込計算書
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〔参考様式　１〕

施設名 特別養護老人ホーム　○○苑
事業種別 特別養護老人ホーム
事業区分 移転改築（床）
定員 現在４０人、改築（床）後５０人
予定時期 〇〇年１月

収入 ○介護保険収入
188,984,768 要介護１ 670 点× 10 円× 0 人× 30.4 日＝ 円

要介護２ 740 点× 10 円× 0 人× 30.4 日＝ 円
要介護３ 815 点× 10 円× 153 人× 30.4 日＝ 円
要介護４ 886 点× 10 円× 153 人× 30.4 日＝ 円
要介護５ 955 点× 10 円× 153 人× 30.4 日＝ 円
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 406,368 点× 10 円× 14.0 %× 30.4 日＝ 円

合計 円
○ホテルコスト
食費 1,445 × 459 人× 30.4 日＝ 円
居住費 2,006 × 459 人× 30.4 日＝ 円

合計 円

参考：日数の積算表
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

要介護１ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要介護２ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要介護３ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 15 15 153
要介護４ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 15 15 153
要介護５ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 15 15 15 153
合計 36 36 36 36 36 36 36 36 36 45 45 45 459

○その他の収入
円

○人件費 ※内訳別紙
支出 給与・諸手当 円× 12 月＝ 円
185,610,000 賞与 円

法定福利費 円× 12 月＝ 円
円

○事務費
月額 円× 12 月＝ 円

○事業費（給食費のみ）
食費 1,800 円× 459 人× 30 日＝ 円

○事業費（給食費除く）
月額 円× 12 月＝ 円

○借入金元金償還金
※償還計画表から記入 円

○借入金利息返還金
※償還計画表から記入 円

○その他
円

収支差
3,374,768

※この様式により難い場合は、独自の様式でも作成可。
※デイサービス、ショートステイ等の併設施設がある場合は事業別に作成すること。

4,000,000

0

0
0

37,907,280
41,209,632
44,418,960

137,624,000

24,440,000
18,864,000

1,000,000 12,000,000

140,830,894

0

7,860,000

1,572,000

（元号）○○年度（開設１年目）　収入・支出見込計算書

7,200,000600,000

24,786,000

94,320,000

0

20,162,952
27,990,922
48,153,874

17,295,022

記載例
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〔参考様式　１〕

施設名 特別養護老人ホーム　○○苑
事業種別 特別養護老人ホーム
事業区分 移転改築（床）
定員 現在４０人、改築（床）後５０人
予定時期 〇〇年１月

収入 ○介護保険収入
222,335,021 要介護１ 670 × 10 点× 0 人× 30.4 日＝ 円

要介護２ 740 × 10 点× 0 人× 30.4 日＝ 円
要介護３ 815 × 10 点× 180 人× 30.4 日＝ 円
要介護４ 886 × 10 点× 180 人× 30.4 日＝ 円
要介護５ 955 × 10 点× 180 人× 30.4 日＝ 円
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 478,080 点× 10 円× 14.0 %× 30.4 日＝ 円

合計 円
○ホテルコスト
食費 1,445 × 540 人× 30.4 日＝ 円
居住費 2,006 × 540 人× 30.4 日＝ 円

合計 円

参考：日数の積算表
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

要介護１ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要介護２ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要介護３ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
要介護４ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
要介護５ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
合計 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 540

○その他の収入
円

○人件費 ※内訳別紙
支出 給与・諸手当 円× 12 月＝ 円
203,984,000 賞与 円

法定福利費 円× 12 月＝ 円
円

○事務費
月額 円× 12 月＝ 円

○事業費（給食費のみ）
食費 1,800 円× 540 人× 30 日＝ 円

○事業費（給食費除く）
月額 円× 12 月＝ 円

○借入金元金償還金
※償還計画表から記入 円

○借入金利息返還金
※償還計画表から記入 円

○その他
円

収支差
18,351,021

※この様式により難い場合は、独自の様式でも作成可。
※デイサービス、ショートステイ等の併設施設がある場合は事業別に作成すること。

8,000,000

0

0
0

44,596,800
48,481,920
52,257,600

137,624,000

24,440,000
18,864,000

1,000,000 12,000,000

165,683,405

10,000,000

7,860,000

1,572,000

（元号）○○年度（開設２年目）　収入・支出見込計算書

7,200,000600,000

29,160,000

94,320,000

0

23,721,120
32,930,496
56,651,616

20,347,085

記載例
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〔参考様式　２〕

給与・手当

区分 基本給 各種手当 合計 人数 月額

施設長

介護支援専門員

介護職員

看護職員

事務職員

生活相談員

医師（非常勤）

栄養士

機能訓練指導員

調理員（非常勤）

合計

賞与（ボーナス） ※●●のボーナスとして基本給の●か月分を見込んでいる。

区分 基本給 係数 合計 人数 年額

施設長

介護支援専門員

介護職員

看護職員

事務職員

生活相談員

医師（非常勤）

栄養士

機能訓練指導員

調理員等

合計

法定福利費 ※法定福祉費として基本給＋各種手当の●%を見込んでいる。

区分 基本給＋各種手当 係数 合計 人数 月額

施設長

介護支援専門員

介護職員

看護職員

事務職員

生活相談員

医師（非常勤）

栄養士

機能訓練指導員

調理員等

合計

※この様式により難い場合は、独自の様式でも作成可

（元号）　　年度（開設　　年目）　人件費見込額の内訳
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〔参考様式　２〕

給与・手当

区分 基本給 各種手当 合計 人数 月額

施設長 320,000 50,000 370,000 1 370,000

介護支援専門員 220,000 30,000 250,000 1 250,000

介護職員 200,000 30,000 230,000 20 4,600,000

看護職員 230,000 30,000 260,000 3 780,000

事務職員 200,000 30,000 230,000 1 230,000

生活相談員 220,000 30,000 250,000 1 250,000

医師（非常勤） 100,000 0 100,000 1 100,000

栄養士 220,000 30,000 250,000 1 250,000

機能訓練指導員 240,000 30,000 270,000 1 270,000

調理員（非常勤） 190,000 0 190,000 4 760,000

合計 34 7,860,000

賞与（ボーナス） ※夏・冬のボーナスとして基本給の4.0か月分を見込んでいる。

区分 基本給 係数 合計 人数 年額

施設長 320,000 4.0 1,280,000 1 1,280,000

介護支援専門員 220,000 4.0 880,000 1 880,000

介護職員 200,000 4.0 800,000 20 16,000,000

看護職員 230,000 4.0 920,000 3 2,760,000

事務職員 200,000 4.0 800,000 1 800,000

生活相談員 220,000 4.0 880,000 1 880,000

医師（非常勤） 100,000 0.0 0 1 0

栄養士 220,000 4.0 880,000 1 880,000

機能訓練指導員 240,000 4.0 960,000 1 960,000

調理員（非常勤） 190,000 0.0 0 4 0

合計 34 24,440,000

法定福利費 ※法定福祉費として基本給＋各種手当の20%を見込んでいる。

区分 基本給＋各種手当 係数 合計 人数 月額

施設長 370,000 0.20 74,000 1 74,000

介護支援専門員 250,000 0.20 50,000 1 50,000

介護職員 230,000 0.20 46,000 20 920,000

看護職員 260,000 0.20 52,000 3 156,000

事務職員 230,000 0.20 46,000 1 46,000

生活相談員 250,000 0.20 50,000 1 50,000

医師（非常勤） 100,000 0.20 20,000 1 20,000

栄養士 250,000 0.20 50,000 1 50,000

機能訓練指導員 270,000 0.20 54,000 1 54,000

調理員（非常勤） 190,000 0.20 38,000 4 152,000

合計 34 1,572,000

※この様式により難い場合は、独自の様式でも作成可

（元号）○○年度（開設○年目）　人件費見込額の内訳

記載例
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様　式　４

１　建設予定地の状況

所在 地番 地　　　　　　　　　　　目
＊該当する地目に○印のこと

地積
㎡

宅地 ・ 雑種地 ・ 田 ・ 畑 ・ 山林 ・ その他（　　　　）

宅地 ・ 雑種地 ・ 田 ・ 畑 ・ 山林 ・ その他（　　　　）

宅地 ・ 雑種地 ・ 田 ・ 畑 ・ 山林 ・ その他（　　　　）

宅地 ・ 雑種地 ・ 田 ・ 畑 ・ 山林 ・ その他（　　　　）

宅地 ・ 雑種地 ・ 田 ・ 畑 ・ 山林 ・ その他（　　　　）

宅地 ・ 雑種地 ・ 田 ・ 畑 ・ 山林 ・ その他（　　　　）

宅地 ・ 雑種地 ・ 田 ・ 畑 ・ 山林 ・ その他（　　　　）

宅地 ・ 雑種地 ・ 田 ・ 畑 ・ 山林 ・ その他（　　　　）

宅地 ・ 雑種地 ・ 田 ・ 畑 ・ 山林 ・ その他（　　　　）

宅地 ・ 雑種地 ・ 田 ・ 畑 ・ 山林 ・ その他（　　　　）

宅地 ・ 雑種地 ・ 田 ・ 畑 ・ 山林 ・ その他（　　　　）

※添付書類

○建設予定地にかかる次のもの

　⑦　法的な各種開発規制等に該当する場合は、確実に規制解除等が可能であると確認できる書類（任意様式）

　③　登記簿謄本（写し）

所有権者名
（地上権者名）

所有権（地上権）
以外の権利の設
定状況

　　他の権利が設定されている場合は、当該権利の設定者の状況及び当該権利を確実に解除
  （登記）できる理由を具体的に記載すること。

所有権

　⑤　購入予定又は寄附予定の場合は、確実に所有することが見込まれることを確認できる書類
       事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定することにより、建設予定地を確保する場合は、それが確実
     であることを確認できる書類
　  （任意様式：別紙２（贈与契約確約書）を参考にすること）

　⑥　抵当権等の所有権以外の権利が設定されている場合は、確実に当該権利の解除が可能であると確認できる書類
　　（任意様式）

　①　位置図（周辺地図）
　　　　※行政区、自治会等の範囲が分かるようにすること。

　②　字図（写し）
　　　 ※字図には、建設予定地を明示し、隣接地権者の氏名又は名称を記載すること。

所有権
（地上権）
以外の権
利の設定

（他の権利が
設定されてい
る場合は○印
のこと）

　④　現況写真

建設予定地面積
（合計）

権利
種別

用地取得の状況

（該当するものに○）

　　　　　　　　　　　　　　     ㎡

内訳

　　取得済み（自己所有地）　　　　　　 ・　取得見込（ 購入 ・ 寄附 ）

　　市町村からの無償譲渡（貸与）予定 　・　その他（　　　　　　　　）

地上権

登記簿上の表示
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様　式　４－２

２　建設予定地にかかる各種法規制

  （１）都市計画法関係 ＊次の１～５のうち、該当するチェック欄に○印を記載すること。併せて、「関係部署及び協議状況」を記載すること。

　協議状況には、必ず、建設予定地が接している道路の状況に関し、協議・確認した事項を記載すること。

　建設予定地から幹線道路までの道路幅によっては、開発行為ができない場合があるので確実に確認すること。

チェック

1 市街化区域

2 市街化調整区域

3

4

5

  （２）建築基準法関係 ＊（１）で５のみにチェックをした場合は、容積率、建ぺい率の「基準」の欄に「適用外」と記載すること。

　　容積率 ％

　　建ぺい率 ％

　　延床面積（予定）

　　建築面積（予定）

　　敷地面積

＊（３）～（８）について

  （３）農地法関係

農地転用許可制度

関係部署及び協議状況

  （４）農振法（農業振興地域の整備に関する法律）関係

農業振興地域内の農用地区域

関係部署及び協議状況

  （５）文化財保護法関係

埋蔵文化財包蔵地

関係部署及び協議状況

  （６）土壌汚染対策法関係

土壌汚染の恐れがある土地

関係部署及び協議状況

  （７）土砂災害関係四法（「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」、

「砂防法」、「地すべり等防止法」、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」）

  （８）福岡県福祉のまちづくり条例

関係部署及び協議状況

  （９）その他の法規制等　＊その他の法規制等があれば、下記に記入のこと。（浸水想定区域等）

該当　・　非該当

該当　・　非該当

土砂災害警戒区域　（イエローゾーン） 該当　　・　　非該当

土砂災害特別警戒区域　（レッドゾーン） 該当　　・　　非該当

関係部署及び協議状況

建設予定の施設

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎡

＊「該当」「非該当」について、あてはまる方に○印を付けること。また、「関係部署及び協議状況」には、協議を
行った相手方の所属・担当者名及び協議・確認した内容を記入のこと。

該当　・　非該当

該当　・　非該当

土砂災害危険箇所 該当　　・　　非該当

準都市計画区域

上記以外

用途地域　（用途地域の指定がある場合記入のこと。）

項　　　　　　　　　目 基　　　　　準

都市計画法上の区域 関係部署及び協議状況

都市計画区域
線引き

　　非線引き
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様式４－２（記載について）

（１）  都市計画法関係

◆  都市計画区域等

　・　県内の各地域は、都市計画法に基づき、都市計画区域、準都市計画区域の指定がさ

　　ています。

　・　都市計画区域には、市街化区域と市街化調整区域の区分（区域区分）が行われてい

　　ます。[いわゆる「線引き」都市計画区域。]

　・　市街化区域と市街化調整区域の区分が行われていない都市計画区域については、一

　　般的には「非線引き」都市計画区域と呼ばれています。[区域区分が定められていな

　　い都市計画区域]

　＊　建設予定地が都市計画法上どの地域に指定されているか、各市町村の都市計画部局

　　へ確認してください。県のホームページでも閲覧可能です。

　・　線引き都市計画区域　―４区域

　・　非線引き都市計画区域―10区域

　・　準都市計画区域　　　―23市町

◆  接道状況について

　・　都市計画区域内及び準都市計画区域内では、原則として幅員４ｍ以上の「道路」に

　　接していないと、建築物を建築できません（規模・区域等に応じて、道路の幅員が６

　　ｍ以上の場合もあります。）。また、建築物の敷地は、原則として２ｍ以上道路に接

　　していなければなりません。「道路」の意義については、建築基準法第４２条に規定

　　されています。

　・　建設予定地が接するべき道路の幅員について、各市町村の都市計画部局に確認して

　　ください。

◆　用途地域について

　・　都市計画区域内及び準都市計画区域内では、用途地域の指定が行われています。地

　　域によって、建築できる建物の用途が定められているので、各市町村の都市計画部局

　　へ確認してください。

（２）  建築基準法関係

◆　容積率について

　・　容積率とは、「建築物の延床面積」の「敷地面積」に対する割合です。

　・　延床面積とは、各階の床面積の合計です。

　・　容積率については、用途地域ごと等により基準が定められていますので、各市町村

　　の建築部局へ確認してください。

◆　建ぺい率について

　・　建ぺい率とは、「建築物の建築面積」の「敷地面積」に対する割合です。

　・　建築面積とは、建築物を真上から見たときの水平投影面積です。

　・　建ぺい率については、用途地域ごと等により基準が定められていますので、各市町

　　村の建築部局へ確認してください。
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（３）  農地法関係

◆　農地転用許可制度について

　・　農地を農地以外のものとする場合は、都道府県知事の許可が必要となります。

　・　建設予定地が農地である場合は、各市町村の農業委員会に確認してください。

（４）  農振法（農業振興地域の整備に関する法律）関係

◆　農業地域振興制度について

　・　農業振興地域に指定された地域のうち、農用地区域の農地等については、農用地利

　　用計画において指定された用途に供する場合以外、転用が認められないため、農用地

　　利用計画の変更（農用地区域からの当該農用地の除外）をした上で、農地法に基づく

　　転用許可を得る必要があります。

　・　建設予定地が農用地区域に該当するか否かは、各市町村の農政部局に確認してくだ

　　さい。

（５）  文化財保護法関係

◆　埋蔵文化財包蔵地について

　・　埋蔵文化財包蔵地において、土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で発掘し

　　ようとする場合には、事前に届出が必要です。

　・　建設予定地が埋蔵文化財包蔵地であるか否かは、各市町村の教育委員会に確認して

　　　ください。

（６）  土壌対策汚染法関係

◆　調査命令について

　・　3,000㎡以上の土地を形質変更する場合、着手する30日前までに届出が必要です。

　　届け出の土地に土壌汚染の恐れがあると認める場合、県は土地所有者に対し、土壌

　　調査を命令することとなります。

　・　土壌調査の恐れがある土地であるか否かは、県の環境保全課に確認してください。

（７）  土砂災害関係四法（「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に

　　　関する法律」、「砂防法」、「地すべり等防止法」、「急傾斜地の崩壊による災

　　　害の防止に関する法律」）

◆　土砂災害関係四法について

　・　建設予定地が「土砂災害警戒区域（イエローゾーン）」にある場合は、市町村にお

　　ける避難体制の整備が必要です。また、「土砂災害特別警戒区域（レッドゾーン）」

　　にある場合、開発は許可制となります。当該開発行為（災害時要援護者関連施設建設

　　のための開発行為）は、基準に従ったものに限って許可されます。

　・　土砂災害関係４法に係る指定は、随時増える予定です。指定された箇所の外に建設

　　した場合でも、今後、イエローゾーン、レッドゾーンに指定される可能性があります

　　ので、建設予定地の最新の指定状況（又は今後の指定）については、県砂防課砂防係

　　に確認してください。既に指定済みのもの（指定図）については、各市町村の総務部

　　局及び県土整備事務所において縦覧できます。
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（８）  福岡県福祉のまちづくり条例

◆　福岡県福祉のまちづくり条例について

　・　高齢者福祉施設の新築、増築、改築等をする場合には、当該施設を高齢者や障がい

　　のある人等が安全かつ快適に利用できるようにするために必要な基準（以下、整備基

　　準という）に適合させる必要があります。

　・　福岡県福祉のまちづくり条例の整備基準については、県土整備事務所の建築関係

　　部署に確認してください。（大牟田市は市役所の建築部局にお問い合わせください。）
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〔様式４－３〕 

地域住民等への説明状況一覧 

 

○自治会・町内会への説明状況一覧 

 

※ 自治会・町内会等は、その区域が分かる資料を添付すること。 

※ 「自治会・町内会等への説明経過」及び住民説明会の議事録、又は区長の同意書を添付すること。 

 
 

○隣接地権者、隣接地住人、隣接地耕作者等への説明状況一覧 

 

※ 隣接地権者等の氏名・名称を記載した字図（地図）を添付すること。 

※ 日照、騒音、車両の通行など影響が生じる範囲が分かる資料（建設図面等で字図と比較できるも
の）を添付すること。 

※ 隣接地権者等の範囲は、隣接地の基本的な考え方によること。 

※ 隣接地権者等に対して施設整備事業計画の説明を行い、別紙「隣接地権者等への説明経過」又は
隣接地権者の同意書を添付すること。 

※ 万が一、隣接地権者とトラブルが発生した場合は、設置希望者が責任を持って解決することとし、
別紙「隣接地権者とのトラブルに対する誓約書」を添付すること。 

 

番

号 

自治会・町内 

会等の名称 

説 明 状 況 

（日時・回数等） 

賛同・了承 

の 状 況 
備  考 

１         

２         

３         

番

号 
隣接地（地番） 

隣接地権者等 

の氏名・名称 
隣接地との関係 

説 明 状 況 

（日時・回数等） 

賛同・了承 

の 状 況 

日照へ

の影響

の有無 

１            

２            

３            

４            

５            

６ 
     

 

７ 
     

 

８ 
     

 

９ 
     

 

10 
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〔様式４－４〕 

自治会・町内会等への説明経過 

 

○説明の相手方 

番号 自治会・町内会等の名称 備      考 

   

 

○説明会等の経過（第  回） ※住民説明会の場合は議事録を添付すること 

 １ 説明日時 

 

 

 ２ 説明場所 

 

 

 ３ 説明の相手方（主な参加者名・人数等も記載すること。） 

 

 

 ４ 説明者 

 

 

 ５ 説明内容（具体的な内容を記載すること。配付資料があれば添付すること。） 

 

 

 ６ 説明会等で寄せられた意見（個別の意見等、具体的な内容を記載すること。最終的に

全員の賛同・了承を得られているかどうかを明確に記載すること。） 

 

 

 ７ 今後の予定 

 

 

  

  年  月  日 

 

上記のとおり相違ありません。 

 

            社会福祉法人 ○○会  理事長  ○○ ○○   印 
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〔様式４－４〕 

自治会・町内会等への説明経過 

 

○説明の相手方 

番号 自治会・町内会等の名称 備      考 

１ 東公園自治会  

 

○説明会等の経過（第 １回） ※住民説明会の場合は議事録を添付すること 

 １ 説明日時 

   ○○年○月○日（曜日）○時○分～○時○分 

 ２ 説明場所 

   東公園公民館 

 ３ 説明の相手方（主な参加者名・人数等も記載すること。） 

   ＜記載例１＞東公園自治会長 博多太郎、東公園公民館長 小倉次郎、他〇人 

   ＜記載例２＞別紙（参加者名簿のとおり） 

 ４ 説明者 

   社会福祉法人福岡会 理事長 久留米三郎、理事兼施設長 飯塚四郎 

 ５ 説明内容（具体的な内容を記載すること。配付資料があれば添付すること。） 

  ・施設の概要について（敷地 6,952 ㎡、鉄筋コンクリート２階建て、延床面積 3,018 ㎡、

特養定員 50 人、ショートステイ 10 人） 

  ・工事期間について（○○年○月予定～○○年○月予定） 

  ・工事期間中の騒音については、防音シートにより大幅に軽減できる。 

 ６ 説明会等で寄せられた意見（個別の意見等、具体的な内容を記載すること。最終的に

全員の賛同・了承を得られているかどうかを明確に記載すること。） 

  （質問１）工事車両が通る道は、通学路であり、危険である。どう考えているのか。 

  （回答１）事故防止のため、通学時間には工事車両の通行を減らしたり、誘導員を配置

するなど、安全対策について最大限配慮する。 

  （賛同状況）計画に反対する意見はなく、拍手をもって了承された。 

 ７ 今後の予定 

   事業が採択されれば、事業計画の詳細な内容について、住民説明会を開催する予定。 

 

 

  年  月  日 

上記のとおり相違ありません。 

            社会福祉法人 福岡会  理事長  久留米 三郎  印 

 

記載例 
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〔様式４－５〕 
隣接地権者等への説明経過 

 

○施設整備による影響の有無 ( 該当するものに○をつけること )    
 
 ・日照への影響  ・工事期間中の騒音  ・車両の通行  ・その他（       ） 
 
 
○説明を行った隣接地権者、隣接地住人、隣接地耕作者等 

 
 

○説明経過（第   回） 
１ 説明日時 
 
 
２ 説明場所 
 
 
３ 説明の相手方（地権者等本人と異なる場合は、その関係も記載すること。） 
 
 
４ 説明者 
 
 

５ 説明内容（日照への影響、工事期間中の騒音、車両の通行等、説明した内容を具体的 
 に記載すること。配布資料があれば添付すること。） 
 
 
 
 
６ 相手方の意見（個別の意見等、具体的な内容を記載すること。最終的に賛同・了承が得
られているかどうかを明確に記載すること。） 

 
 
 
 

７ 今後の予定 
 
 
 

  年  月  日 
 
上記のとおり相違ありません。 
 

社会福祉法人 ○○会  理事長  ○○  ○○   印 

 

番号 隣接地（地番） 隣接地権者等の氏名・名称 隣接地との関係 
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〔様式４－５〕 
隣接地権者等への説明経過 

 

○施設整備による影響の有無 ( 該当するものに○をつけること )    
 
 ・日照への影響  ・工事期間中の騒音  ・車両の通行  ・その他（       ） 
 
 
○説明を行った隣接地権者、隣接地住人、隣接地耕作者等 

 
 

○説明経過（第  １回） 
１ 説明日時 
  ○○年○月○日（曜日）○時○分～○時○分 

２ 説明場所 
  隣接地権者宅 

３ 説明の相手方（地権者等本人と異なる場合は、その関係も記載すること。） 
  地権者本人 

４ 説明者 
  社会福祉法人福岡会 理事兼施設長 飯塚四郎、 事務長 城南 六郎 

５ 説明内容（日照への影響、工事期間中の騒音、車両の通行等、説明した内容を具体的 

 に記載すること。配布資料があれば添付すること。） 

・ 施設の概要について（敷地 6,952 ㎡、鉄筋コンクリート２階建て、延床面積 3,018 ㎡、

特養定員 50 人、ショートステイ 10 人） 

・ 工事期間について（○○年○月予定～○○年○月予定） 

 ・ （配布資料 別紙） 

６ 相手方の意見（個別の意見等、具体的な内容を記載すること。最終的に賛同・了承が得

られているかどうかを明確に記載すること。） 
 （質問）工事期間中の騒音対策について、教えてほしい。 
 （回答）工事期間中の騒音については、防音シートにより大幅に軽減できる予定。 
（賛同状況）騒音対策や工事車両の通行への安全対策等、必要な対策をとることを条件に、

施設整備への同意をいただいた。 

７ 今後の予定 
 事業が採択されれば、事業計画の詳細な内容について、再度、隣接地を含めた住民説明
会を開催する予定。 

 

  年  月  日 

上記のとおり相違ありません。 

            社会福祉法人 福岡会  理事長  久留米 三郎  印 

番号 隣接地（地番） 隣接地権者等の氏名・名称 隣接地との関係 

１ 〇△市東公園７番７号 早良 五郎 隣接地権者 

記載例 
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〔様式４－６〕 

 

隣接地権者とのトラブルに対する誓約書 

 

 

 

当法人の施設整備計画に関して、隣接地権者とトラブルが発生した場合は、

当法人が責任を持って解決いたします。 

 

 
  年  月  日 

 

 
社会福祉法人 ○○会  理事長  ○○  ○○   印 
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〔参考様式３－１〕                          （区長） 

 

施設整備に関する同意書 

 

 

 社会福祉法人 ○○会 理事長 ○○ ○○ 殿 

 

 

 下記の施設を整備することについて、同意します。 

 

記 

 

１ 施設の開設者 

 

２ 施設の種類 

 

３ 施設の名称 

 

４ 工事の種別 

 改築 ・ 改修 

５ 設置予定地 

 

 

       年   月   日 

 

                 ○○区長 

 

                   住 所 

 

                   氏 名              印 
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〔参考様式３－２〕                     （隣接地権者等） 

 

施設整備に関する同意書 

 

 

 社会福祉法人 ○○会 理事長 ○○ ○○ 殿 

 

 

 下記の施設を整備することについて、同意します。 

 

記 

 

１ 施設の開設者 

 

２ 施設の種類 

 

３ 施設の名称 

 

４ 工事の種別 

 改築 ・ 改修 

５ 設置予定地 

 

 

   年   月   日 

 

                隣接地（○○番の○所有者） 

 

                   住 所 

 

                   氏 名              印 
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様　式　５

 整備区分

㎡

特養 現在　　　　人 増減員　　　　人 合計　　　　人

ショート 現在　　　　人 増減員　　　　人 合計　　　　人

ユニット

建設年度 年度

築年数 年

 整備区分

㎡

養護 現在　　　　人 増減員　　　　人 合計　　　　人

ショート 現在　　　　人 増減員　　　　人 合計　　　　人

室

建設年度 年度

築年数 年

整備しようとする施設の概要

特別養護老人ホーム

※整備の基本
　 ユニット型

※補助の対象（整備
後の定員が30人以上
の施設に限る。）
　改築・改修

改築　・　改修

 整備予定施設の延床面積

 整備予定施設の構造等 　　　　　　造　　　　　　階建

 定員

整備ユニット数

ユニット定員内訳 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　既存施設の建設年度及び築年数

 改築・改修の場合は、その内容を具体的に記載すること。

　既存施設の建設年度及び築年数

 今回の整備に併せて実施する事業があれば、その内容を具体的に記載すること。

（例）　認知症対応型デイサービス　　定員○○人　　別途市から補助（予定）あり

 整備の内容を具体的に記載すること。

 今回の整備に併せて実施する事業があれば、その内容を具体的に記載すること。

養護老人ホーム

※整備の基本
　 個室化

※補助の対象（整備
後の定員が30人以上
の施設に限る。）
　 改築・改修

改築　　　・　　　改修

 整備予定施設の延床面積

 整備予定施設の構造等 　　　　　　造　　　　　　階建

 定員

整備個室数

44



様　式　５－２

延床面積(壁芯) ㎡

延床面積(内法) ㎡

利用対象者

※添付資料

　①整備予定施設の平面図、配置図、立面図

　　増築等の場合は、既存の施設と一体となった図面も提出すること。

　　また、図面には、各室の面積、廊下幅等基準を満たしていることが分かるように、数値を記載すること。

　　なお、図面に数値を記載することが困難な場合は、各室面積表（任意様式）でも差し支えない。

　②工事見積書

　③着工管理表（[別紙４]によること）

　④工事工程表

　⑤実施事業等に関する参考資料（創意工夫による特色ある整備を行う場合）

創意工夫による
特色ある整備

(1) 整備を行う目的・理由について、具体的に記載すること。
　　 また、入所者、地域住民の福祉の向上にどのように繋げていくのかについて
　併せて記載すること。

*「創意工夫による特色
ある整備」とは、次に例
示するものである。

１　地域交流スペースの
　整備

（ｱ）ボランティアの活動
　　拠点、情報交換の
　　ためのスペース整備

（ｲ）地域住民と入所者が
　　交流するための談話
　　等ができるスペース
　　の整備

（ｳ）災害時における高齢
　　者・障がい者等の受
　　入れが可能となる設
　　備等を備えたスペー
　　スの整備

２　多世代の交流を図る
　ための事業に利用する
　スペースの整備

（ｱ）子どもへの読み聞か
　　せができるスペース
　　（子ども図書館）の整
　　備

(ｲ）遊びを通じて、子ども
　　とのふれ合いができ
　　るスペースの整備

３　その他入所者の処遇
　向上や地域に密着した
　独自の事業を実施する
　ためのスペースの整備

(2) 予定している事業、利用見込みなどについて、具体的に記載すること。

整備室名
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〔別紙　４〕 v

着　工　管　理　表

　[（元号）○○年度　整備版]

＊　工事工程の詳細については、任意様式にて、別に提出のこと。

：

：

：

：

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

ＷＡＭ融資

WAMへ申請書提出

貸付内定通知書の交付

設計監理契約

建築確認申請

確認済証交付

入札

工事請負契約の締結

着工日

＊工事工程の詳細に
ついては、任意様式
にて、別に提出のこ
と。

都市計画法　関連

農地法　関連

農振法　関連

文化財保護法　関連

土砂災害関係四法

その他

建築確認

建築工事
契約手続

その他法規制が
ある場合

１１月 １２月 １月 ２月 ３月

県内示予定

年度 〇〇年度

項　　　目

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

〇〇年度末（〇〇年3月31日）進捗率 　　　　　　　　　％ 電話　　　　　　　                         ／fax

建築確認申請　提出先　　　　　　　 E-mail

工期                   　　　　　　　 　　　　　　　か月 法人名

WAM借入れ 　　　　　　　　　　　　 　有　　　・　　　無 担当者
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〔別紙　４〕

着　工　管　理　表

　[（元号）○○年度　整備版]

＊　工事工程の詳細については、任意様式にて、別に提出のこと。

：

：

：

：

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

上
旬

中
旬

下
旬

＊
内示
予定

ＷＡＭ融資

WAMへ申請書提出 5/16

貸付内定通知書の交付 8/21

設計監理契約 4/5

建築確認申請 5/9

確認済証交付 6/19

入札 8/19

工事請負契約の締結 8/24

着工日

＊工事工程の詳細に
ついては、任意様式
にて、別に提出のこ
と。

8/25

都市計画法　関連

農地法　関連

農振法　関連

文化財保護法　関連

土砂災害関係四法

その他

工期                   　　　　　　　 8　か月半 法人名

WAM借入れ 　　　　　　　　　　　　 　有　　　・　　　無 担当者

〇〇年度末（〇〇年3月31日）進捗率 90% 電話　　　　　　　                         ／fax

建築確認申請　提出先　　　　　　　 E-mail

年度 〇〇年度

項　　　目

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

県内示予定

建築確認

建築工事
契約手続

その他法規制が
ある場合

記載例

県の内示後に
実施設計の契
約を行うこと。

＜WAMの審査期間＞

・2か月弱で設定。

・審査期間については、2か月以上かかる場合も

あるので、WAMと十分事前に打ち合わせること。

WAMからの貸付内定通知書が交付さ

れた後でなければ、建設工事請負契約

は締結できない。
貸付内定通知書が交付される前に、建

設工事請負契約を締結した場合には、
WAMの融資対象とならない。

〇〇年度内工期 ７か月
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（別紙５）

（元号）　　年　　月　　日

　　　福 岡 県 知 事　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　称

                                    　　　　　　　　　ふりがな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（記名押印又は署名）

　 （元号）　年度高齢者福祉施設等の整備の協議に当たり、申請者及び下記の役員等（申請者の役員及び評議員並びに協
　議に係る施設の長又は管理者（すべて就任予定者を含む。）をいいます。以下同じ。）は、下記のことを誓約します。
　　この誓約の内容と事実が反することが判明した場合は、当該事実に関して福岡県が行う一切の措置に対して異議の申立
　て及び損害賠償請求を行いません。
　　なお、この誓約書の内容について、福岡県が福岡県警察本部に照会することを承諾します。

　７　上記のほか、関係法令を遵守するとともに、暴力団の排除を推進し、県民の安全で平穏な生活の確保及び福岡県に
　　おける社会経済活動の健全な発展に寄与します。

（役員とは、社会福祉法人にあっては、理事及び監事をいい、株式会社等にあっては、定款に定めた者をいう。）
※役員等とは申請者の役員及び評議員並びに協議に係る施設の長又は管理者（すべて就任予定者を含む。）を指す。

生年月日

役職名・呼称

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

　６　申請者が実施する事業（事業の準備を含む。）により暴力団を利することとならないようにするとともに、県が実
　　施する暴力団の排除に関する施策に協力します。

　　年　月　日

男　・　女

　　年　月　日

性　　　別

就任年月日

男　・　女

　　年　月　日

住　　　　　　　　　所

男　・　女

　　年　月　日

男　・　女

　　　　年　月　日　

記

氏　　　名

（ふりがな）

　４　申請者又は役員等（実質的な運営者を含む）は、次のいずれにも該当しません。

　１　申請者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」といいます。）第

　２　申請者は、法第２条第６号に規定する暴力団員（以下単に「暴力団員」といいます。）又は暴力団員でなくなった日
　　から５年を経過しない者が役員等になっている者ではありません。

　　(2) 暴力団員が実質的に運営している者

　　(4) 契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結している者

(　　　　　　　　　　　　)
　　　　年　月　日　

　　(5) 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している者

　３　申請者及び役員等は、次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者ではありません。

　　(3) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者

　　　　年　月　日　

(　　　　　　　　　　　　)

　５　申請者又は役員等（実質的な運営者を含む）が、上記１～４のいずれかに該当することとなった場合には、本協議

　　(3) 福岡県暴力団排除条例第２５条第１項第３号の規定により拘禁又は罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を

　　(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有している者

　　２条第２号に規定する暴力団ではありません。

　　(1) 暴力団員が事業主又は役員等に就任している者

暴力団排除に係る誓約書　（役員等全員）

　　　２０条第２項の規定に違反した者で、同条例第２２条の規定に基づく勧告を受けた日から起算して２年を経過しな
　　　い者

　　　終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して５年を経過しない者

(　　　　　　　　　　　　)

　　　　年　月　日　

　　書（施設整備事業計画）を取り下げます。

(　　　　　　　　　　　　)

　　(2) 福岡県暴力団排除条例第２３条第１項の規定に基づく事実の公表を受けた日から起算して２年を経過しない者

　　(1) 福岡県暴力団排除条例（平成２１年福岡県条例第５９号）第１５条２項、第１７条の３、第１９条第２項又は第

暴力団排除に係る誓約書
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（役員とは、社会福祉法人にあっては、理事及び監事をいい、株式会社等にあっては、定款に定めた者をいう。）
※役員等とは申請者の役員及び評議員並びに協議に係る施設の長又は管理者（すべて就任予定者を含む。）を指す。

生年月日

役職名・呼称

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

〒　　　　－　

住　　　　　　　　　所
性　　　別

就任年月日

(　　　　　　　　　　　　)
　　　　年　月　日　 男　・　女

　　年　月　日

　　年　月　日

男　・　女

　　年　月　日

男　・　女

　　年　月　日

男　・　女

　　年　月　日

男　・　女

　　年　月　日

男　・　女

　　年　月　日

男　・　女

　　年　月　日

男　・　女

(　　　　　　　　　　　　)
　　　　年　月　日　

男　・　女

　　年　月　日

男　・　女

　　年　月　日

男　・　女

　　年　月　日

男　・　女

　　年　月　日

男　・　女

　　年　月　日

男　・　女

男　・　女

　　年　月　日

(　　　　　　　　　　　　)
　　　　年　月　日　 男　・　女

　　年　月　日

(　　　　　　　　　　　　)
　　　　年　月　日　

(　　　　　　　　　　　　)
　　　　年　月　日　

暴力団排除に係る誓約書　（役員等全員）

(　　　　　　　　　　　　)
　　　　年　月　日　 男　・　女

（ふりがな）

氏　　　名

　　年　月　日

(　　　　　　　　　　　　)
　　　　年　月　日　

(　　　　　　　　　　　　)
　　　　年　月　日　

(　　　　　　　　　　　　)
　　　　年　月　日　

(　　　　　　　　　　　　)
　　　　年　月　日　

(　　　　　　　　　　　　)
　　　　年　月　日　

(　　　　　　　　　　　　)
　　　　年　月　日　

(　　　　　　　　　　　　)
　　　　年　月　日　

　　年　月　日

(　　　　　　　　　　　　)
　　　　年　月　日　 男　・　女

　　年　月　日

　　年　月　日

(　　　　　　　　　　　　)
　　　　年　月　日　 男　・　女

(　　　　　　　　　　　　)
　　　　年　月　日　

(　　　　　　　　　　　　)
　　　　年　月　日　

(　　　　　　　　　　　　)
　　　　年　月　日　

(　　　　　　　　　　　　)
　　　　年　月　日　
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（別紙６：介護老人福祉施設） 

 

介護保険法第８６条第２項第２号から第７号までの規定に該当しない旨の誓約書 

 

 

（元号）  年  月  日 

 

 福岡県知事 様 

 

開設者   住  所 

 

名  称                  

 

代表者名                  

（記名押印又は署名） 

 開設者が介護保険法（平成９年法律第123号）第８６条第２項第２号から第７号までの規定に該当しない者で

あることを誓約します。また、開設者の役員等が同条第７号の規定に該当しないことを誓約します。 

 

 

（介護保険法第８６条第２項） 

 一（略） 

 二 第８８条第２項に規定する指定介護老人福祉施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人福

祉施設の運営をすることができないと認められるとき。 

 三 当該特別養護老人ホームの開設者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で

定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの

者であるとき。 

 三の二 当該特別養護老人ホームの開設者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金

の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 

 三の三 当該特別養護老人ホームの開設者が、健康保険法、地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法又は労

働保険の保険料の徴収等に関する法律の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金につい

て、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受け

た日から正当な理由なく３月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料、負

担金又は掛金の全て（当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料、負担金又は掛金の納付義務を負うこ

とを定める法律によって納付義務を負う保険料、負担金又は掛金に限る。）を引き続き滞納している者であ

るとき。 

 四 当該特別養護老人ホームの開設者が、第９２条第１項又は第１１５条の３５第６項の規定により指定を取

り消され、その取消しの日から起算して５年を経過しない者であるとき。ただし、当該指定の取消しが、指

定介護老人福祉の指定取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止

するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当

該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この号本文に規定

する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定める

ものに該当する場合を除く。 

 五 当該特別養護老人ホームの開設者が、第９２条第１項又は第１１５条の３５第６項の規定による指定の取

消しの処分に係る行政手続法第１５条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしない

ことを決定する日までの間に第９１条の規定による指定の辞退をした者(当該指定の辞退について相当の理

由がある者を除く。)で、当該指定の辞退の日から起算して５年を経過しないものであるとき。 

 五の二 当該特別養護老人ホーム開設者が、第９０条第１項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定

日（当該検査の結果に基づき第９２条第１項の規定による指定の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決

定をすることが見込まれる日として厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が当該特別養護老人ホ

ームの開設者に当該検査が行われた日から１０日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をい

う。）までの間に第９１条の規定による指定の辞退をした者（当該指定の辞退について相当の理由がある者

を除く。）で、当該指定の辞退の日から起算して５年を経過しないものであるとき。 
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 六 当該特別養護老人ホームの開設者が、指定の申請前５年以内に居宅サービス等に関し不正又は著しく不当

な行為をした者であるとき。 

 七 当該特別養護老人ホームの開設者の役員又はその長のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。 

  イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 

  ロ 第三号、第三号の二又は前号に該当する者 

  ハ 保険料等について、当該申請をした日の前日までに、納付義務を定めた法律の規定に基づく滞納処分を

受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく３月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日から

以降に納期限の到来した保険料等の全てを引き続き滞納している者 

二 第９２条第１項又は第１１５条の３５第６項の規定により指定を取り消された特別養護老人ホームにお

いて、当該取消しの処分に係る行政手続法第１５条の規定による通知があった日前６０日以内にその開設者

の役員又はその長であった者で当該取消しの日から起算して５年を経過しないもの（当該指定の取消しが、

指定介護老人福祉施設の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の

発生を防止するための当該指定介護老人福祉施設の開設者による業務管理体制の整備についての取組の状

況その他の当該事実に関して当該指定介護老人福祉施設の開設者が有していた責任の程度を考慮して、この

号に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省

令で定めるものに該当する場合を除く。） 

  ホ 第五号に規定する期間内に第９１条の規定による指定の辞退をした特別養護老人ホーム(当該指定の辞

退について相当の理由がある特別養護老人ホームを除く。)において、同号の通知の日前６０日以内にその

開設者の役員又はその長であった者で当該指定の辞退の日から起算して５年を経過しないもの 
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別紙 

 

令和８年度高齢者福祉施設等施設整備費補助額算定表（予定） 

. 

本事業は、令和８年度福岡県当初予算の成立を前提としており、予算の成立状況によっては、事業を

中止又は事業内容を変更して実施する場合があるため、この点を踏まえて整備計画を検討すること。 

なお、補助の対象は整備後の定員が30人以上の施設に限ることや、協議施設の建設予定地が災害

レッドゾーン又は災害イエローゾーンに該当する場合には、原則として補助の対象としないことに留意す

ること。 

 

１ 基準単価 

  （１）通常分 

施 設 種 別 単位 
単価（千円） 

移転改築 現地改築 改 修 

特別養護老人ホーム 

床 3,600 4,400 1,800 

プライバシー確保 

616 

養護老人ホーム  

軽費老人ホーム  

介護老人保健施設 施設 26,400 31,600 13,200  

※今回協議対象分のみ金額を記載している。 

 

 （２）創意工夫ある整備 

施 設 種 別 単位 
単価（千円） 

改 築 改 修 

特別養護老人ホーム 
  ㎡ 147 

養護老人ホーム 

 

※整備区分について 

移転改築 既存施設の定員を増加させずに、現在地から移転して改築を行うこと。 

現地改築 既存施設の定員を増加させずに、現在地で改築（一部改築を含む。）を行うこと。 

改  修 
既存の従来型施設をユニット型施設（これに準ずるものを含む。）に転換するな

ど、既存施設内での居室環境の改善等整備を行うこと。 

改  修 

(ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰ確保) 

特別養護老人ホームの多床室について、各床間に間仕切りや壁等を設置するなど、

居住環境の質を向上させるために、プライバシー確保のための改修を行うこと。 

創意工夫 

ある整備 

施設の取組や地域の実情に応じた特色ある整備であると知事が認めたものであって、

養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの移転改築若しくは現地改築又は改修に併せて

行うものであること。 

 

  

※延床面積は内法で計算し、

定員×２㎡を上限とする。 
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２ 補助額の算定方法 

（１）総事業費から当該事業に係る寄附金その他の収入額を控除した額を算出する。 

（２）対象経費（①＋②）を算出する。 

①工事（請負）費 

対象外経費（土地造成費、外構工事費、植栽工事費、発掘調査費、地質調査費等）を控除した 

額を対象経費とする。 

②工事事務費（設計監理費等） 

①の２．６％を限度に対象経費とする。 

（３）（１）と（２）を比較して、低い方の額に３／４を乗じた額を選定する。 

（４）それぞれの基準単価に単位を乗じ、補助基準額を算出する（様式３には記載しない）。 

（５）（３）と（４）を比較して、低い方の額を補助額とする。 

 

 

【例】特別養護老人ホーム（定員 50人）の移転改築（寄附金その他の収入額は 0千円とする。） 

総事業費 600,000千円  

  
工事(請負)費 

建設工事 500,000千円  

外構工事 20,000千円 対象外経費 

造成工事 50,000千円 対象外経費 

工事事務費 設計監理費 30,000千円  

 

（１）600,000千円（総事業費）－0千円（寄附金その他の収入額）＝600,000千円 

（２）500,000千円（①）＋13,000千円（②）＝513,000千円 

  ①570,000千円（工事(請負)費）－（20,000千円＋50,000千円）（対象外経費） 

＝500,000千円（対象経費） 

  ②500,000千円（①）×2.6％＝13,000千円（対象経費の限度額）＜30,000千円（工事事務費） 

（３）600,000千円＞513,000千円×３／４＝384,750千円 

（４）3,600千円×50人＝180,000千円（補助基準額） 

（５）384,750千円＞180,000千円（補助額） 
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施 設 整 備 上 の 留 意 点 

（一般的留意事項）  

 

 

1 施設の立地、設計等  

 （１） 高齢者福祉施設等は、高齢者が長期間にわたり介護を受けながら生活する場等である

ことから、一般住民が生活している区域から離れた場所に孤立して設置するような形態で

はなく、地域とのつながりを保つことができる環境にあることが望ましいため、都市計画の区

域区分、住宅地からの距離、交通網、今後の開発計画等を総合的に検討し、施設の立地

条件が適切なものであることを挙証できるものであること。 
 

 （２） 社会福祉施設は、その性格上、地域住民の理解と協力を得られて、はじめて健全な運

営が可能であること、また、補助金が税を財源とするものであることなどから、社会福祉施設

の設置については、事業者から地域住民（特に隣接地の居住者）に対して、説明及び情

報提供が事前に十分に行われ、地域住民の理解と賛同を既に得ていること。仮にも、事業

者の地域住民に対する事前の説明不足や事業内容の変更に係る説明の不備、あるいは

説明責任を有する事業者が、地域住民への説明を建設業者等に任せきりにすることなど

により、事業に支障を来すようなことがないこと。 
 

 （３） それぞれの施設の目的及び利用対象者の特性を考慮し、高齢者の生活の場であること

に配慮した設計とすること。 
 

 （４） 福岡県福祉のまちづくり条例（平成10年福岡県条例第４号）を遵守すること。 

 

（考え方の例） 

① 高齢者が暮らしやすい小規模な生活単位とする（巨大で画一化された空間等  

は、居宅での生活からの変化が大きいため落ち着かない。）。 
 

② 「個人の領域」を持つことができる空間をつくる。 
 

③ 食事、排せつ、入浴、睡眠等の生活リズムを考えた部屋の配置。移動時間（待ち 

時間を含む。）が長時間にならないようにする。 
 

④ 高齢者に馴染みのある雰囲気、空間をつくる。 
 

⑤ 介護職員が、自然に、さりげなく見守りをできる。 
 

⑥ 「施設らしい」デザインを極力少なくする。 内装（壁、間仕切りなど）についても、 

色彩や素材（例：木材の使用）などにおいて、高齢者の精神的なゆとりと安らぎにつな

がるきめ細やかな配慮が望まれる。（注：華美なエントランスホールや幼稚園のような装

飾等を想定しているものではない。） 
 

⑦ 車いすの走行に配慮しつつも、転倒等の衝撃を軽減する床材等を使用する。 
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２ 資金計画等 

 （１） 土地を購入により取得する場合、協議の時点では、売買が確実であることが確認できれ

ば足りること。 
 

 （２） 補助基準の改定や設計変更等により、自己資金所要額が予定を超える場合もあることを

考慮すること。 
 

 （３） 県への協議のために他者から借り入れた、いわゆる見せ金は、認められないこと。 

 

 

３ 補助事業の実施  

 （１） 補助事業の実施に当たっては、公共事業に準じた入札、契約等の手続を行うことを義務

づける（具体的な方法は、内示後説明する。）。 
 

 （２） 補助事業により取得した不動産、物品等は、県の承認を得ずに目的外使用、譲渡、交

換、貸付又は担保提供をすることはできない。 
 

 （３） 補助金の交付前又は交付後にかかわらず、補助事業の実施に関して不正があったと認

められる場合は、交付決定の取消し、補助金の返還等の処分を行う。 
 

 （４） 請負業者等からの寄附は、値引きと見なし、補助対象経費から減算する。 

 

 

４ その他 

  補助事業としての採択は、県の予算の範囲内において行うものであることから、県の内示前

に土地を購入すること等は、リスクが高いことを認識しておくこと。 
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福岡県福祉のまちづくり条例 

 

                                      （平成 10 年３月 30 日制定 平成 10 年福岡県条例第４号） 

                   （平成 19 年２月 28 日改正 平成 19 年福岡県条例第 13 号） 

（平成 29 年３月 30 日改正 平成 29 年福岡県条例第 11 号） 

目次 

 第１章 総則（第１条－第６条）    

 第２章  福祉のまちづくりに関する施策 

  第１節 県の施策の基本方針等（第７条－第１１条） 

  第２節 市町村の福祉のまちづくりに関する計画（第１２条） 

  第３節 表彰（第１３条） 

  第３章  まちづくり施設等の整備 

    第１節  まちづくり施設の整備基準への適合等（第１４条－第１６条） 

    第２節  特定まちづくり施設の整備（第１７条－第２３条） 

    第３節 適合証の交付等（第２４条・第２５条） 

    第４節  公共輸送車両等の整備（第２６条） 

  第４章  雑則（第２７条－第２９条） 

 附則 

 

   第１章 総  則 

 （目的） 

第１条  この条例は、高齢者、障がいのある人等をはじめすべての県民が社会、文化、経済その他の分

野の活動の活動に自らの意思で参加できる社会を形成する福祉のまちづくりに関し、県、市町村、事業

者等及び県民の役割を明らかにするとともに、県の施策の基本方針その他必要な事項を定め、これらを

総合的に推進することにより、いきいきとした地域社会を築くことを目的とする。 

 （定義） 

第２条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

  一  高齢者、障がいのある人等  高齢者、障がいのある者、妊産婦、乳幼児を連れた人、病弱者その

他の日常生活又は社会生活において行動上の制限を受けている者をいう。 

 二  まちづくり施設 病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、物品販売業を営む店舗、旅客施設、道

  路、公園その他不特定かつ多数の者が利用する部分を有する施設で規則で定めるものをいう。 

 三 公共輸送車両等 一般の旅客の用に供する鉄道の車両、自動車、船舶等で規則で定めるものをい

  う。 

 四 施設等 まちづくり施設及び公共輸送車両等をいう。 

 （県の役割） 

第３条  県は、福祉のまちづくりに関する基本的かつ総合的な施策を定め、これを実施するものとする。 

２  県は、自ら設置し、又は管理する施設等について、高齢者、障がいのある人等が安全かつ快適に利

用できるよう、その整備に努めるものとする。 

 （市町村の役割） 

第４条  市町村は、その区域の状況に応じた福祉のまちづくりに関する施策を定め、これを実施するも

 のとする。 

２  市町村は、自ら設置し、又は管理する施設等について、高齢者、障がいのある人等が安全かつ快適

に利用できるよう、その整備に努めるものとする。 

 （事業者等の役割） 

第５条  事業者は、その事業活動を行うに当たり、県及び市町村と共に、前２条の規定により定められ

 た施策に基づき福祉のまちづくりに取り組むよう努めるものとする。 

２ 事業者は、自ら所有し、管理し、又は占有する施設等について、高齢者、障がいのある人等が安全

かつ快適に利用できるよう、その整備に努めるものとする。 

３ 事業者から依頼を受けてまちづくり施設の設計、施工等に携わる者は、当該事業者に対し、本条例

 の規定に関する情報の提供及び助言を行うよう努めるものとする。 

 （県民の役割） 

第６条  県民は、福祉のまちづくりに関し、理解を深めるとともに、自ら進んで福祉のまちづくりに参
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 加するよう努めるものとする。 

２ 県民は、高齢者、障がいのある人等が施設等を利用する上でその妨げとなるような行為をしてはな

らない。 

 

      第２章 福祉のまちづくりに関する施策 

    第１節 県の施策の基本方針等 

 （施策の基本方針） 

第７条  県は、次に掲げる基本方針に基づき、福祉のまちづくりに関する施策を実施するものとする。 

  一  すべての県民が高齢者、障がいのある人等に対する理解を深め、福祉のまちづくりに積極的に参

加するよう県民意識の高揚を図ること。 

  二  高齢者、障がいのある人等が自らの意思で自由に行動し、安全かつ快適に利用できるよう施設等

の整備を促進すること。 

 （啓発活動の推進等） 

第８条  県は、福祉のまちづくりについて、事業者等及び県民の理解を深め、その積極的な参加を促進

 するため、福祉に関する教育及び啓発活動を推進するものとする。 

２  県は、市町村、事業者等及び県民に対し、福祉のまちづくりに関する必要な情報の提供及び技術的

 な助言その他必要な支援を行うものとする。 

 （調査及び研究） 

第９条  県は、福祉のまちづくりを推進するために必要な調査及び研究を行うものとする。 

 （推進体制の整備） 

第１０条  県は、市町村、事業者等及び県民と連携して、福祉のまちづくりを推進するための体制を整

 備するものとする。 

 （財政上の措置） 

第１１条  県は、福祉のまちづくりを推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとす

 る。 

 

    第２節 市町村の福祉のまちづくりに関する計画 

 （市町村の福祉のまちづくりに関する計画） 

第１２条 市町村は、第４条の規定による福祉のまちづくりに関する施策及び施設等の整備を実施する

 に当たっては、あらかじめそれらの基本的事項に関する計画（以下「整備基本計画」という。）を策

 定するよう努めるものとする。 

２ 市町村は、整備基本計画を策定したときは、これを速やかに公表しなければならない。これを変更

 したときも同様とする。 

 

    第３節 表   彰 

 （表彰） 

第１３条  知事は、福祉のまちづくりに関して著しい功績のあったものに対して、表彰を行うことがで

 きる。 

 

   第３章 まちづくり施設等の整備 

    第１節 まちづくり施設の整備基準への適合等 

 （整備基準） 

第１４条  知事は、まちづくり施設の構造及び設備の整備に関し、高齢者、障がいのある人等が安全か

つ快適に利用できるようにするための必要な基準（以下「整備基準」という。）を規則で定めるものと

する。 

２ 知事は、整備基準のほか、高齢者、障がいのある人者等が安全かつ快適にまちづくり施設を利用で

きるように するための望ましい基準（以下「望ましい基準」という。）を定めることができる。 

 （まちづくり施設の新築等） 

第１５条  まちづくり施設の新築、新設、増築、改築、用途の変更等（以下「新築等」という。）をし

 ようとする者は、当該まちづくり施設を整備基準に適合させなければならない。ただし、敷地の状況、

 建築物の構造その他やむを得ない理由により整備基準に適合させることが著しく困難であると知事が

 認めるときは、この限りでない。 

57



 

２ 高齢者、障がいのある人等が安全かつ快適に利用できるよう、整備基準又は望ましい基準と同等の

他の措置が講じられていると知事が認めるまちづくり施設は、整備基準又は望ましい基準に適合してい

るものとみなす。 

３ 知事は、第１項ただし書又は前項に規定する認定をしようとするときは、必要に応じ、学識経験者

 及び事業者団体、関係行政機関、高齢者団体、障がい者団体、女性団体等から選任された者をもって

構成する協議会の意見を聴くものとする。 

 （まちづくり施設の維持保全等) 

第１６条 まちづくり施設の所有者、管理者又は占有者（以下「所有者等」という。）は、当該まちづ

 くり施設の整備基準に適合している部分の機能を適切に維持しなければならない。 

２ まちづくり施設の所有者等は、当該まちづくり施設の整備基準に適合していない部分を整備基準に

 適合させるよう努めるものとする。 

 

    第２節 特定まちづくり施設の整備 

 （届出等） 

第１７条  まちづくり施設のうち、その規模、用途等により必要があると認めるものとして規則で定め

 るもの（以下「特定まちづくり施設」という。）の新築等をしようとする者は、その計画について、

 規則で定めるところにより、あらかじめ知事に届け出なければならない。これを変更（規則で定める

 軽微な変更を除く。）しようとするときも、同様とする。 

２  知事は、前項の規定による届出があった場合において、当該計画が整備基準に適合しないと認める

 ときは、当該届出をした者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。 

 （工事完了の届出） 

第１８条  前条第１項の規定による届出をした者は、当該特定まちづくり施設に係る工事を完了したと

 きは、速やかに、規則で定めるところによりその旨を知事に届け出なければならない。 

 （完了検査等） 

第１９条 知事は、前条の届出があったときは、当該特定まちづくり施設が整備基準に適合しているか

 どうか、その内容を審査し、実地に検査するものとする。 

２ 知事は、前項の審査等の結果、当該特定まちづくり施設が第１７条第１項の規定による届出及び同

 条第２項の規定による指導の内容と異なり、かつ、整備基準に適合しないと認めるときは、当該届出

 をした者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。 

 （適合の状況の報告等) 

第２０条 知事は、必要があると認めるときは、特定まちづくり施設の新築等をしようとする者又は所

 有者等に対し、当該特定まちづくり施設の整備基準に係る適合の状況の報告を求めることができる。 

２ 知事は、当該報告をした者に対し、整備基準に関し、必要な指導及び助言をすることができる。 

 （立入調査等） 

第２１条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、特定まちづくり施設若しくは

 その工事現場に立ち入り、整備基準に適合しているかどうかを調査させ、又は関係者に質問させるこ

 とができる。 

２ 前項の規定により立入調査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があっ

 たときは、これを提示しなければならない。 

３ 知事は、第一項の規定による立入調査等の結果、必要があると認めるときは、当該特定まちづくり

 施設の新築等をしようとする者又は所有者等に対し、整備基準に関し、必要な指導及び助言をするこ

 とができる。 

 （勧告） 

第２２条 知事は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、必

 要な措置を講ずるように勧告することができる。 

 一 第１７条第１項の新築等をしようとする者が、同項の規定よる届出をせずに工事に着手した場合

  であって、第２０条第１項の規定による報告を求められたにもかかわらず、当該報告をせず、又は

  虚偽の報告をしたとき。 

 二 第１７条第２項又は第１９条第２項の規定による指導を受けた者が、正当な理由なく当該指導に

  従わないとき。 

 三 第１５条第１項又は第１６条第１項に抵触することにより、第２０条第２項又は前条第３項の規

  定による指導を受けた者が、正当な理由なく当該指導に従わないとき。 

 四 前条第１項の規定による立入調査等の対象となった特定まちづくり施設の所有者等が、正当な理
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  由なく立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答

  弁をしたとき。 

 （公表) 

第２３条 知事は、前条の規定に基づく勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、

 当該勧告を受けた者の氏名、当該勧告の内容その他規則で定める事項を公表することができる。 

２ 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し、福岡県行政手続

 条例（平成８年福岡県条例第１号）第３章第３節の規定の例により、弁明の機会の付与の手続を執ら

 なければならない。 

 

    第３節 適合証の交付等   

 （適合証の交付等） 

第２４条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該まちづくり施設が整備基準に適

 合していると認めるときは、当該まちづくり施設の所有者等に対し、当該まちづくり施設が整備基準

 に適合していることを証する証票（以下「適合証」という。）を交付するものとする。 

 一 まちづくり施設の所有者等から、規則で定めるところにより、適合証の交付の請求があった場合 

 二 第１８条の規定による工事完了の届出（特定まちづくり施設の一部に係る工事完了の届出を除く

  。）があった場合 

２ 前項の規定により適合証の交付の対象となったまちづくり施設（以下「適合証交付まちづくり施設

 」という。）の所有者等は、当該適合証を当該まちづくり施設の見やすい箇所に掲示するものとする

 。 

３ 知事は、第１項の規定により適合証を交付したときは、その旨を公表するものとする。 

 （適合証の返還等) 

第２５条 知事は、県民から適合証交付まちづくり施設が整備基準に適合していないとの通報があった

 場合等において、必要と認めるときは、その職員に、適合証交付まちづくり施設に立ち入り、整備基

 準に適合しているかどうかを調査させ、又は関係者に質問させることができる。 

２ 前項の場合においては、第２１条第２項の規定を準用する。 

３ 知事は、第１項の規定による立入調査等の結果、適合証交付まちづくり施設が整備基準に適合しな

 いと認めるときは、当該適合証交付まちづくり施設の所有者等に対し、必要な指導をし、又は適合証

 の返還を求めるものとする。 

 

    第４節 公共輸送車両等の整備 

 （公共輸送車両等の整備） 

第２６条  公共輸送車両等を所有し、又は管理する者は、当該公共輸送車両等について、高齢者、障が

いのある人等が安全かつ快適に利用できるよう、その整備に努めるものとする。 

   

   第４章 雑則 

 （国等に関する特例） 

第２７条  前章第２節の規定は、国、地方公共団体その他規則で定める者（以下「国等」という。）の

 特定まちづくり施設については、適用しない。 

２ 知事は、国等に対し、特定まちづくり施設の整備基準に係る適合の状況その他必要と認める事項に

 ついて、報告を求めることができる。 

 （市町村条例との関係） 

第２８条 この条例の規定は、市町村が、まちづくり施設の整備に関し、条例により、整備基準を超え

 る基準その他必要な事項を定めることを妨げるものではない。 

２ まちづくり施設の整備に関する条例が制定された市町村のうち規則で定める市町村の区域において

 は、前章第２節の規定は適用しない。ただし、必要に応じ、知事は、整備基準に適合したまちづくり

 施設の整備を進めるための手続を、規則で定めることができる。 

 （委任） 

第２９条  この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

   附 則 

  この条例は、平成１０年４月１日から施行する。ただし、第３章、第２６条及び第２７条の規定は、

平成１１年４月１日から施行する。 
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   附 則 

 この条例は、平成１９年９月１日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、平成２９年１０月１日から施行する。 
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施 設 整 備 上 の 留 意 点 

 

①（特別養護老人ホーム） 

 

１  施設の目的 

身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困

難な「要介護者」を入所させて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他

の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする。 

  ※「要介護者」＝介護保険法第７条第３項に規定する「要介護者」をいう。 

 

２  県補助基準 

   ユニット型での整備を基本とする。 

補助基準単価、補助金算定については、別紙「補助額算定表」による。 

 

３  構造設備等 

  (1) 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等、入所者の保健衛生に関する事項及び防災について、十

分考慮されたものでなければならない。 

  (2) 建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、建築基準法に規定する耐火建築物 

  でなければならない。 

   ただし、次の各号のいずれかの要件を満たす２階建て又は平屋建ての特別養護老人ホームの建物にあって

は、建築基準法に規定する準耐火建築物とすることができる。 

 

  一 居室その他の入所者の日常生活に充てられる場所（以下「居室等」という。）を２階及び地階のいずれに

 も設けていないこと。 

  ニ 居室等を２階又は地階に設けている場合であって、次に掲げる要件の全てを満たすこと。 

   イ 当該特別養護老人ホームの所在地を管轄する消防長（消防本部を置かない市町村にあっては、市町村

長。以下同じ。）又は消防署長と相談の上、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」（平成

11 年厚生省令第 46 号。以下「基準省令」という。）第８条第１項に規定する計画に入所者の円滑かつ迅

速な避難を確保するために必要な事項を定めること。 

   ロ 基準省令第８条第２項に規定する訓練については、同条第１項に規定する計画に従い、昼間及び夜間に

おいて行うこと。 

   ハ 火災時における避難、消火等の協力を得ることができるよう、地域住民等との連携体制を整備するこ

と。 
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４  設備 

 （１）ユニット型 

  １ユニットの入所定員は、原則としておおむね 10 人以下で、15 人を超えないもの（ショートステイ専用居室

を含む。）とし、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用すること

により、施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設備の

一部を設けないことができる。 

 

設 備 基   準   等  

 
 
 
 
 
 
 
 

ユ 

 
ニ 

 
ッ 

 
ト 

 

①居室 

○ 個室とし、１室の面積は、原則 10.65 ㎡以上（内法での測定。たんす等の家具の設置

スペース及び洗面設備スペースを含み、便所を除く。）とすること。ただし、居室の一

部については、夫婦などが２人部屋として利用するために、居室と居室の間を可動式の

パーティションで仕切る等の構造にすることも可（２人部屋の場合、原則 21.3 ㎡以上

の面積とすること｡)。 

○ 共同生活室に近接して一体的に設けること。 

○ 地階に設けてはならないこと。 

○ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

○ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 

○ １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下、共同生活室又は広間に直接面して設け

ること。 

○ 入所者が個室内に家具を持ち込めるようにすること。 

○ 床面積の１/14 以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにすること。 

○ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

 （各ベッドの枕元にナースコールを設置する｡) 

 

②共同生活室等 

 （リビング） 

○ ユニットごとに設けること（ユニットの中心部分となること｡)。 

○ 地階に設けてはならないこと。 

○ リビングの面積は、原則ユニットの入所定員×２㎡以上とすること（内法での測定｡)。 

○ 他のユニットの入所者が、当該リビングを通過することなく、施設内の他の場所に移

動することができるようになっていること。 

○ 当該ユニットの入所者全員とその介護等を行う職員が、一度に食事をしたり、談話等

を楽しんだりすることができるような備品（テーブル、椅子等）を備えた上で、当該リ

ビング内を車椅子が支障なく通行できる形状が確保されていること。 

○ 簡易な流しや調理設備を設けること。 

○ 必要な備品を備えること。 

○ 常夜灯を設けること。 

・ 介護に必要な備品・消耗品の保管スペ－スは、できる限りユニット内に設けること。 

（ｾﾐﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ 

 ｽﾍﾟ-ｽ） 

・ 入所者の生活がユニット内で完結してしまうことがないように、ユニットの外に他の

ユニットの入所者と交流したり、多数の入所者が集まったりすることのできるスペ－ス

を設けること。また、当該スペースは、窓から見える景色や採光に配慮し、居心地のよ

い空間にすること。 

 

③洗面所 

○ 居室ごとに設けること。ただし、リビングごとに適当な数を設けても差し支えない。

この場合においては、リビングの１箇所に集中して設けるのではなく、２箇所以上に分

散して設けること。 

  なお、居室ごとに設ける方式とリビングごとに設ける方式が混在してもよいこと。 

○ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。 

・ 清潔、整容、口腔ケアなどの生活のリズムづくりを支援するケアが想定された仕様で

あること。 

・ 感染症の防止のため、共用タオル（ぶらさげタオル）は設置しないこと。 

・ 水とお湯の蛇口が別の場合は、ひねる方向を同一にすること。 
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④便所 

○ 居室ごとに設けること。ただし、個室便所としてリビングごとに適当な数を設けて

も差し支えない。この場合においては、リビングの１箇所に集中して設けるのではな

く、２箇所以上に分散し、できるだけ居室に近いところに設けること。 

  なお、居室ごとに設ける方式とリビングごとに設ける方式が混在してもよいこと。 

○ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用するの

に適したものとすること。 

○ 常夜灯を設けること。 

・ 車椅子に対応した便所とすること。 

・ 感染症の防止のため、共用タオル（ぶらさげタオル）は設置しないこと。 

・ カ－テンをドアの代わりにしたり、リビングから便所が丸見えにならないよう、入

所者の安全とブライバシ－に配慮すること。 

・ 職員用の便所は、入所者用の便所とは別に設けること。 

・ 床の洗い水が廊下等へ流出しないよう、中央部（中央部はくぼませる）及び廊下等

との境界に排水口を設けることが望ましい。 

 

⑤浴室 

○ 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。 

○ 居室のある階ごとに設けること。 

・ 脱衣室は、十分な広さをとること。 

・ 各ユニットに個別浴槽を設けることが望ましい。少なくとも、２ユニットに１箇所

の個別浴槽を設け、必要があれば機械浴槽も設けること。 

 

⑥医務室 

○ 医療法上の診療所であること。 

○ 入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機器を備えるほか、必要

に応じて臨床検査設備を設けること。 

 

⑦調理室 

○ 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

○ 食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫

及び防鼠の設備を設けること。また、食堂との間の防虫にも留意すること。 

・ 調理に従事する職員専用の便所及び休憩室を設けること。 

・ 食品倉庫を設けること。 

・ 火気の使用により室内が高温となることを考慮した空調設備を設置すること。 

⑧事務室   

⑨宿直室 ・ 夜間の防災機能を備えること。なお、宿直室は設けないことができる。  

⑩洗濯室又は洗濯場   

⑪汚物処理室 ○ 他の設備と区別された一定のスペースを有すれば足りること。ただし、換気及び衛生

管理等に十分配慮すること。 

 

⑫介護材料室   

 

⑬その他 

 

【廊下】 

○ 片廊下 1.8ｍ以上、中廊下（廊下の両側に居室、リビング等入所者の日常生活に直

接使用する設備のある廊下）2.7ｍ以上とすること。ただし、待避スペースとしてのア

ルコーブ等を設ける場合には、片廊下 1.5ｍ以上、中廊下 1.8ｍ以上（内法によるもの

とし、手すりから測定）として差し支えない。 

○ 常夜灯を設けること。 

○ 手すりを設けること。 

・ 車椅子用の手すりを設置すること。 

 

【バルコニー】 

○ ユニットが2階以上の階にある場合は、各階に非常災害に際して避難、救出その他必

要な行為に有効なバルコニーを設け、当該バルコニーの幅は、内法による測定で、90

センチメートル以上とすることが適当である。 
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⑬その他 

 

 

 

【 床 】 

・ 入所者の転倒や転落による骨折などを防ぐ観点から、クッション性のある床材を

採用すること。 

・ 上履き生活ではなく、生活の場面によって、畳、フロ－リング、カ－ペットなど多

様な座面の中から選ぶことができ、靴を脱いで過ごせる構造であること。 

【内装】 

・ 壁及び間仕切りなどについて、色彩や素材(例：木材の使用)などにおいて、高齢者

の精神的なゆとりと安らぎへのきめ細やかな配慮を行うこと。 

【階段】 

○ 傾斜は、ゆるやかにすること。 

○ 手すりを設けること。 

○ ユニット及び浴室は、３階以上の階に設けてはならない。ただし、次の事項のい

ずれにも該当する場合、ユニット又は浴室を３階以上の階に設けることは可能であ

ること。 

  (ｱ) ユニット又は浴室のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上（防災

上有効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するため

に必要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は１以

上）設置すること。 

  (ｲ) ３階以上の階にあるユニット又は浴室及びこれらから地上に通ずる廊下その他

の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げは、不燃材料で行うこと。 

  (ｳ) ユニット又は浴室のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備によ

り防災上有効に区画されていること。 

○  ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設けること。た

だし、エレベーターを設ける場合は、この限りでない。 

【浄化槽等】 

○ 浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、居室、共同生活室及び調

理室から相当の距離を隔てて設けること。 

 

【消火設備等】 

○ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

・ 消火器は、壁から突出してない設置スペースを設け、収納すること。 

 

 

※  その他留意事項 

  (1) 動線を考えること。 

      ①  ユニット、浴室等、入所者が日常利用する室間の動線については、簡略にすること。 

      ②  食材搬入口、食品倉庫、厨房間の動線については、衛生上の配慮を十分行うこと。 

      ③  厨房、配膳口、ダムウェーターの動線については、衛生上の配慮を十分行うこと。 

          なお、厨房がある階から異なる階に食事を運ぶ際は、専用のダムウェーターを設置の上利用すること。 

  (2) 手すりは、一般の手すりより低く、高さ 80ｃｍ程度、直径 40ｍｍ程度の円形等がよいこと。 

  (3) ナースコールは、夜勤体制に応じ切替受信ができるよう、配線すること。 

  (4) 物品庫及び私物庫を設置することが望ましいこと。 
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（２）従来型（改築・改修の場合のみ） 

  ①の居室の定員は、４人以下とし、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の

設備を利用することにより施設の効果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がな

いときは、設備の一部を設けないことができる。 

 

設 備 基   準   等  

 

①居室 

○ 入所者１人当たりの床面積は 10.65 ㎡以上とすること。 

○ 地階に設けてはならないこと。 

○ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

○ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 

○ １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。 

○ 床面積の 1/14 以上に相当する面積を直接外気に面して開放できるようにするこ

と。 

○ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

 （各ベッドの枕元にナースコールを設置する。） 

 

②洗面設備 

○ 居室のある階ごとに設けること。 

○ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。 

・ 清潔、整容、口腔ケアなどの生活のリズム作りを支援するケアが想定された仕様

であること。 

・ 感染症防止のため、共用タオル（ぶらさげタオル）は設置しないこと。 

・ 水とお湯の蛇口が別の場合は、ひねる方向を同一にすること。 

 

③便所 

○ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

○ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、介護を必要とする者が使用する

のに適したものとすること。 

○ 常夜灯を設けること。 

・ 男子用の便所と女子用の便所を別に設けること。 

・ 車椅子に対応した便所とすること。 

・ 感染症防止のため、共用タオル（ぶらさげタオル）は設置しないこと。 

・ カ－テンをドアの代わりにしたり、リビングからトイレが丸見えにならないよ

う、入所者の安全とブライバシ－に配慮すること。 

・ 職員用の便所は入所者用の便所とは別に設けること。 

・ 床の洗い水が廊下等へ流出しないよう、中央部（中央部は窪ませる）及び廊 

 下等との境界に排水口を設けることが望ましい。 

 

④浴室 

○ 介護を必要とする者が入浴するのに適したものとすること。 

・ きめ細かな処遇が行えるよう、機械浴槽と個別浴槽を設置することが望ましい。 

・ 脱衣室は、十分な広さをとること。 

 

⑤医務室 

○ 医療法上の診療所であること。 

○ 入所者を診察するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて

臨床検査設備を設けること。 

 

 

⑥調理室 

○ 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

○ 食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並び 

  に防虫及び防鼠の設備を設けること。また、食堂との間の防虫にも留意すること。 

・ 調理に従事する職員専用の便所、休憩室を設けること。 

・ 食品倉庫を設けること。 

・ 火気の使用により室内が高温となることを考慮した空調設備を設置すること。 

 

⑦事務室   

・宿直室 ・ 夜間の防災機能を備えること。なお、宿直室は設けないことができる。  

⑧洗濯室又は洗濯場   

⑨汚物処理室 ○ 他の設備と区分された一定のスペースを有すれば足りる。  

⑩介護材料室   
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設 備 基   準   等  

⑪静養室 ○ 介護職員室又は看護職員室に近接して設けること。 

○ 上記の他、居室の基準に同じ（１部屋当たりの定員数と床面積に係る部分を除く。）。 

⑫介護職員室 ○ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

○ 必要な備品を備えること。 

⑬看護職員室  

⑭食堂及び 

 機能訓練室 

○ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面

積は、３平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上とすること。ただし、食事

の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食事の提供又は機能訓練に支障がな

い広さを確保することができるときは、同一の場所とすることができる。 

○ 必要な備品を備えること。 

⑮面談室  

⑯その他 【廊下】 

○ 片廊下 1.8ｍ以上、中廊下（廊下の両側に居室、リビング等入所者の日常生活に直

接使用する設備のある廊下）2.7ｍ以上とすること。（内法によるものとし、手すり

から測定）。 

○ 常夜灯を設けること。 

○ 手すりを設けること。 

・ 車椅子手すりを設置すること。 

 

【バルコニー】 

○ 居室、静養室等が2階以上の階にある場合は、各階に非常災害に際して避難、救出そ

の他必要な行為に有効なバルコニーを設け、当該バルコニーの幅は、内法による測定

で、90センチメートル以上とすることが適当である。 

 

【 床 】 

・ 入所者の転倒や転落による骨折などを防ぐ観点から、クッション性のある床材を採

用すること。 

・ 上履き生活ではなく、生活の場面によって、畳、フロ－リング、カ－ペットなど多

様な座面の中から選ぶことができ、靴を脱いで過ごせる構造であること。 

 

【内装】 

・ 壁及び間仕切りなどについて、色彩や素材(例：木材の使用)などにおいて、高齢

者の精神的なゆとりと安らぎへのきめ細やかな配慮を行うこと。 

 

【階段】 

○ 傾斜は、ゆるやかにすること。 

○ 手すりを設けること。 

○ 居室、静養室、食堂、浴室及び機能訓練室(以下「居室、静養室等」という。)を

３階以上の階に設けてはならない。ただし、次の事項のいずれにも該当する場合、

居室、静養室等を３階以上の階に設けることは可能であること。 

  (ｱ) 居室、静養室等のある３階以上の各階に通ずる特別避難階段を２以上(防災上有

効な傾斜路を有する場合又は車いす若しくはストレッチャーで通行するために必

要な幅を有するバルコニー及び屋外に設ける避難階段を有する場合は、１以上) 

有すること。 

  (ｲ) ３階以上の階にある居室、静養室等及びこれから地上に通ずる廊下その他の通

路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。 

  (ｳ) 居室、静養室等のある３階以上の各階が耐火構造の壁又は特定防火設備により

防災上有効に区画されていること。 

○ 居室、静養室等が２階以上の階にある場合は、１以上の傾斜路を設ける

と。 ただし、エレベーターを設ける場合はこの限りでないこと。 

 

【浄化槽等】 

○ 浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、居室、静養室、食堂及

び調理室からの相当距離を隔てること。 
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設 備 基   準   等 

 【消火設備等】 

○ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

・ 消火器は、壁から突出してない設置スペースを設け、収納すること。 

 

 

※  その他留意事項 

（１）動線を考えること。 

    ①  居室、食堂、浴室、機能回復訓練室、便所等入所者が日常利用する室間の動線は簡略にすること。 

    ②  食材搬入口、食品倉庫、厨房間の動線については、衛生上の配慮を十分行うこと。 

    ③  厨房、配膳口、ダムウェーター、食堂の動線については、衛生上の配慮を十分行うこと。 

        なお、厨房がある階から異なる階に食事を運ぶ際は、専用のダムウェーターを設置の上利用すること。 

（２）手すりは、一般の手すりより低く、高さ８０ｃｍ程度、直径４０ｍｍ程度の円形等がよいこと。 

（３）ナースコールは、夜勤体制に応じ切替受信ができるよう、配線すること。 

（４）物品庫及び私物庫を設置することが望ましいこと。 
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施 設 整 備 上 の 留 意 点 

 

② （養護老人ホーム） 

 

１  施設の目的 

概ね65歳以上の高齢者であって、環境上の理由及び経済的な理由により、居宅において養護を受けることが困 

難な者を入所させ、養護するとともに、自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導や訓練

を行うことを目的とする。 

 

２  県補助基準 

個室での整備を基本とする。 

  補助基準単価、補助額算定については、別紙「補助額算定表」による。 

   

３  定員 

    20人以上 

  特別養護老人ホームに併設する場合にあっては10人以上 

 

４  構造設備等 

  (1) 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等、入所者の保健衛生に関する事項及び防災について、十分

考慮されたものでなければならない。 

  (2) 建物（入所者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。）は、建築基準法に規定する耐火建築物又は

準耐火建物でなければならない。 

 

５  設備（所要室） 

    次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、施設の効

果的な運営を期待することができる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、設備の一部を設けないこと

ができる。 

    設 備                    基 準 等  

 ①居室 

○ １室の定員は、１人とすること。ただし、入所者への処遇上必要と認められる 

場合には、２人とすることができる。 

○ 地階に設けてはならないこと。 

○ 入所者１人当たりの床面積は、10.65㎡以上とすること。 

○ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設け 

ること。 

○ １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けるこ 

と。 

 ②静養室 

○ 医務室又は職員室に近接して設けること。 

○ 原則として１階に設け、寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

○ 地階に設けてはならないこと。 

○ １以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けるこ 

と。 

○ 入所者の寝具及び身の回り品を各人別に収納することができる収納設備を設け 

ること。 

 ③食堂  

 ④集会室  

 ⑤浴室  

 ⑥洗面所 ○ 居室のある階ごとに設けること。 

 ⑦便所 ○ 居室のある階ごとに男子用と女子用を別に設けること。 

○ 常夜灯を設けること。 
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    設 備                    基 準 等  

  ⑧医務室 ○ 入所者を診察するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じ 

て臨床検査設備を設けること。 

 

 ⑨調理室 ○ 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

○ 食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに 

防虫及び防鼠の設備を設けること。 

 ⑩職員室 ○ 居室のある階ごとに居室に近接して設けること。 

 ⑪宿直室  

 ⑫面談室  

 ⑬洗濯室又は洗濯場  

 ⑭汚物処理室 ○ 他の設備と区別された一定のスペースを有すれば足りるものであること。 

 ⑮その他 

【廊下】 

○ 廊下の幅は､1.35ｍ以上とすること｡ただし､中廊下(廊下の両側に居室、静養室等 

入所者の日常生活に直接使用する設備のある廊下)の幅は1.8ｍ以上とすること。 

○ 常夜灯を設けること。 

【階段】 

○ 傾斜は、ゆるやかにすること。 

【消火設備等】 

○ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

・ 消火器は、壁から突出してない設置スペースを設け、収納すること。 

     

  注  ○  廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

        ○ 入所者が日常継続的に使用することのない設備のみを有する建物であって、居室、静養室等のある主 

     たる建物から防災上支障がないよう相当の距離を隔てて設けられるものについては、必ずしも耐火建築 

     物又は準耐火建築物としなくてもよいこと。 

        ○  静養室、食堂、便所等面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備のもつ機能を十分   

に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮すること。 

        ○ 居室及び静養室の「収納設備等」とは、押入れ（これに代わるものとして設置したタンス等を含む。）、

床の間、踏込みその他これらに類する設備をいうこと。 

        ○  焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、居室、静養室、食堂及び調理室か 

     ら相当の距離を隔てて設けること。 
 

６  その他留意事項 

 (1) 動線を考えること。 

    ア  居室、食堂、浴室、機能回復訓練室、便所等入所者が日常利用する室間の動線は簡略にすること。 

    イ  食材搬入口、食品倉庫、厨房間の動線については、衛生上の配慮を十分行うこと。 

    ウ  厨房、配膳口、ダムウェーター、食堂の動線については、衛生上の配慮を十分行うこと。 

        なお、厨房がある階と異なる階へ食事を運ぶ際は、専用のダムウェーターを設置の上利用すること 

   （人荷用エレベーターとした場合、補助対象とならない場合があるので注意すること。）。 

 (2) 手すりは、一般の手すりより低く、高さ80ｃｍ程度、直径40ｍｍ程度の円形等がよい。 

 (3) ナースコールは、夜勤体制に応じ切替受信ができるよう配線すること。 

 (4) 物品庫及び私物庫を設置することが望ましいこと。 
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施 設 整 備 上 の 留 意 点 

 

③ （軽費老人ホーム） 
 

１ 施設の目的 

60 歳以上の者(夫婦の場合、どちらか一方が 60 歳以上)で、かつ、身体機能の低下等により自立した日常生活

を営むことについて不安があると認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者を入所させ、

食事の提供、入浴等の準備、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上必要な便宜を提供する

ことにより、入所者が安心して生き生きと明るく生活できるようにすることを目的とする。 

(特定施設入居者生活介護事業) 

軽費老人ホームは、介護保険法において「特定施設」の一つとされ、介護保険法に基づく特定施設入居者生活介

護の指定事業者となった場合、入居している要介護者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世

話、機能訓練及び療養上の世話を行うことができるようになる。 

 

２ 県補助基準 

ユニット型での整備を基本とする。 

補助基礎単価、補助額算定については、別紙「補助額算定表」による。 

 

３ 構造設備等 

(l) 建物は、建築基準法に規定する耐火建築物又は準耐火建築物とする。 

(2) 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等、入所者の保健衛生に関する事項及び防災について、十分

考慮されたものでなければならない。 

 

４ 立地条件 

(l) 一般住民が生活している区域から遠距離に、施設のみが孤立した設置となっていないこと。 

(2) 孤立して設置されてはいないものの、医療機関への通院や商店街へ買い物に行くための移動手段等が限定さ

れており、その結果として入所者の外出に不便が生じる地域での設置となっていないこと。 

(3) 建設地の選定に当たっては、周囲の環境等十分考慮するとともに、建築に当たっては、外観等地域の住宅環境

の調和にも配慮すること。 

 

５ 設備（所要室） 

次の設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより、施設の効果的な

運営を期待することができる場合であって、入所者に提供するサーピスに支障がないときは、設備の一部を設けな

いことができる。 

設 備 基 準 等 

①居室 

（☆介護居室） 

〇 1 の居室の定員は、1 人とすること。ただし、入所者へのサーピスの提供上必要と
認められる場合は、2 人部屋とすることができる。 

〇 ブザー等緊急の連絡に必要な設備を設けること。 

〇 地階には設けてはならない。 

☆ 介護居室とする場合、介護を行える適当な広さがあること。 

・ 2人部屋(夫婦部屋等)を設ける場合は、可動式のパーティションを利用するなど、

個室としても利用できる構造とすること。 

 

 

 

〇 1 居室の面積は 21.6 ㎡(洗面所、便所、

収納設備及び簡易な調理設備を除いた

有効面積は 14.85 ㎡)以上とする。ただ

し、2 人用(夫婦用等)の居室の場合、1

居室の面積は、31.9 ㎡以上とする。 

〇 洗面所、便所、収納設備及び簡易な調

理設備を設けること。 

【10程度の数の居室及び共同生活室によ

り構成される区画の場合】(注2) 

 

〇 1居室の面積は、15.63㎡（洗面所、便

所、収納設備及び簡易な調理設備を除い

た有効面積は13.2㎡）以上とする。ただ

し、2人用(夫婦用等)の居室の場合、1居

室の面積は23.45㎡以上とする。 

・ 共同生活室ごとに便所を設ける場合に

あっては、居室ごとの便所及び簡易な調

理設備を設けないことができる。 
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設 備 基 準 等 

②面談室  

③談話・娯楽・集会室  ③、④ 

共同生活室 ④食堂  

⑤調理室 ・ 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

・ 食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫
及び防鼠の設備を設けること。また、食堂との間の防虫にも留意すること。 

・ 調理に従事する職員専用の便所及び休憩室を設けること。 

・ 食品倉庫を設けること。 

・ 火気の使用により室温が高温となることを考慮した空調設備を設置すること。 

⑥浴室 〇 個人又は数人で入れる程度の規模のものとし、シャワー設備を設けること。 

〇 一部介助を要する入所者も入浴できる設備を設置することが望ましいこと。 

☆ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

・ 男女別に設置することが望ましいこと。 

・ ブザー等緊急の連絡に必要な設備を設けること(脱衣室、浴室)。 

⑦洗濯室 〇 洗濯コーナーとすることができること。 

・ 洗濯に必要な機器を設置すること。 

⑧事務・介護職員 

・会議室 

〇 各室が独立する必要はない。 

⑨宿直室 ・ 夜間における防災機能、ナースコールの受信機能を備えること。 

⑩便所 ☆ 居室のある階ごとに設置し、ブザー等緊急の連絡に必要な設備を設けること。 

・ 職員用の便所は、入所者用の便所と別に設けること。 

⑪洗面所  

⑫非常通報設備 ・ 消防署への直通電話 

⑬消火設備 ・ スプリンクラーを設置すること。 

⑭避難設備及び避難空

地 

 

⑮その他 【廊下】 

・ 車いすでの対応が可能であること(1.8m 以上を標準とする。)。 

・ 常夜灯を設けること。 

・ 手すりを設けること。 

【階段】 

〇 両側に手すりを設けること。 

・ 傾斜は緩やかにすること。 

【昇降機】 

〇 居室を2階以上に設ける場合は、必す設けること。 

【一時介護室】 

☆ 居室において介護が行える場合は、別に設ける必要はない。 

【機能訓練室】 

☆ 機能訓練を行うために適当な広さを確保すること。 

注1 ☆印は、特定施設入所者生活介護の所要室及び要件である。 

2 定員総数をおおむね10人程度の単位に区分し、各単位の入所者が談話・娯楽・集会室及び食堂として使用す

ることが可能な部屋(共同生活室)を、当該入所者の居室と隣接して一体的に整備するもの。 
 

６ その他留意事項 

(l) 動線を考えること。 

ア 居室、食堂、浴室、廊下等入所者が日常利用する室間の動線は、簡略にし、車いすでの移動が可能なスペー

スと構造を確保すること。 

イ 食材搬入口、食品倉庫、厨房間の動線については、衛生上の配慮を十分行うこと。 

ウ 厨房、配膳ロ、ダムウェーター、食堂の動線については、衛生上の配慮を十分行うこと。 
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なお、厨房がある階と異なる階へ食事を運ぶ際は、専用のダムウェーターを設置の上利用すること。 

工 他の社会福祉施設と合築の場合、動線が交差しないことが望ましいこと。 

(2) 消火器は、壁から突出してない設置スペースを設け、収納すること。 

(3) 手すりは、一般の手すりより低く、高さ80cm程度、直径40m程度の円形等がよいこと。 

(4) 緊急時等に備え、施設内に一斉に放送できる設備を設置すること。 

(5) 物品庫及び私物庫を設置することが望ましいこと。 
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施設整備上の留意点  
 

④ (介護老人保健施設) 
 

１ 施設の目的 

病状が安定期にある「要介護者」を入所させて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練

その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じて自立

した日常生活を営むことができるようにするとともに、その者の居宅における生活への復帰を目指す

ことを目的とする。 

※「要介護者」=介護保険法第 7 条第 3 項に規定する「要介護者」をいう。 

 

２ 県補助基準 

ユニット型での整備を基本とする。 

補助基礎単価、補助額算定については、別紙「補助額算定表」による。 

 

３ 構造設備等 

(l) 建物の配置、構造及び設備は、日照、採光、換気等、入所者の保健衛生に関する事項及び防災に

ついて、十分考慮されたものでなければならない。 

(2) 建物は、建築基準法に規定する耐火建築物でなければならない。 

ただし、療養室等を 2 階以上の階及び地階のいずれにも設けていない建物は、同法に規定する準耐

火建築物とすることができる。 

 

４ 設備（所要室） 

次の設備を設けなければならない。 

設 備 基 準 等 

ユニット 原則として 10 人以下とする。  

ユ

ニ

ッ

ト 

① 療養室 

(居室) 

○ 個室とし、1 室の面積は原則 10.65m 以上(療養室内の洗面、収納ス

ペースは含み、便所を除ぐ)とすること。ただし、入居者への介護

保健施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2 人部屋とし

て利用するために、壁の構造を可動式にすることなどもできる。こ

の場合において、その面積は、原則 21.3 ㎡以上とすること。 

○ 共同生活室に近接して一体的に設けること。 

○ 地階に設けてはならないこと。 

○ 寝台又はこれに代わる設備を備えること。 

○ 1 以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して

設けること。   

○ 入所者の身の回り品を保管することができる設備を備えること。 

○ ナース・コールを設けること。 

(共有不可) 

②共同生活室 ○ ユニットごとに設けること(ユニットの中心部分となること。)。 

○ 当該ユニットの入所者が交流し、共同で日常生活を営むための場
所としてふさわしい形状を有すること。 

○ 床面積は、ユニットの入所定員 x2 ㎡以上を標準とすること。 

○ 入所者が利用できる簡単なキッチン等の設備を設けることが望ま

しい 

○ ソファー、テレビその他の教養娯楽設備等を備えること。 

(共有不可) 

③洗面所 ○ 療養室ごとに設けることが望ましい。ただし、共同生活室ごとに
適当な数を設けることとしても差し支えない。この場合において
は、共同生活室内の 1 箇所に集中して設けるのではなく、2 箇所以
上に分散して設けることが望ましい。 

なお、療養室ごとに設ける方式と共同生活室ごとに設ける方式
が混在してもよいこと。 

○ 介護を必要とする者が使用するのに適したものとすること。 
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設 備 基 準 等 

ユ

ニ

ッ

ト 

④便 所 ○ 療養室ごとに設けることが望ましいこと。ただし、共同生活室ご
とに適当数設けることとしても差し支えない。この場合において
は、共同生活室内の 1 箇所に集中して設けるのではなく、2 箇所以
上に分散して設けることが望ましい。 
なお、療養室ごとに設ける方式と共同生活室ごとに設ける方式が

混在してもよいこと。 
○ ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な

者が使用するのに適したものとすること。 

○ 常夜灯を設けること。 

・ 車椅子及び歩行器の利用や介助のための十分な広さを確保するこ

と。 

・ 感染病の防止のため、共用タオル(ぶらさげタオル)は設置しない

こと。 

 

⑤浴室 

(一般) 

○ 療養室のある階ごとに設けることが望ましいこと。 

・ きめ細かな処遇を行うことができるよう、座位での入浴設備、一人浴槽を設置

することが望ましい。 

・ 滑りにくい床材とすること。 

・ 脱衣室は十分な広さをとること。 

・ 脱衣室と浴室で床の段差を設けないこと(水が脱衣室側へ流れないよう排水溝

等を設置する。)。 

・ 循環式浴槽の場合；レジオネラ症発生防止体制に留意すること。 

⑥浴室(特殊浴室) ○ 出入りに当たって、ストレッチャー等の移動に配慮した構造とすること。 

⑦汚物処理室 ○ 他の設備と区別された一定のスペースを有すれば足りること。 

・ 失禁時の洗浄のための設備やスペースを設けることが望ましいこと。 

・ 冬季利用のための暖房に配慮すること。 

⑧診察室 ○ 医師が診察を行うのに適切なものとすること。 

⑨機能訓練室 ○ 床面積は 1 ㎡/人以上とすること。 

○ 機能訓練のための必要な器械・器具を備えること。 

・ 福祉機器等の収納のための倉庫を近接して設置することが望ましいこと。 

⑩ｻｰﾋﾞｽ･ｽﾃｰｼｮﾝ ○ ユニットのある階ごとに療養室に近接して設けること。 

・ 看護職員や介護職員の業務に支障のないよう、十分な広さと仮眠室・休憩室・

専用の便所・洗面所等の設備を設けることが望ましいこと。 

⑪調理室 ○ 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。 

○ 食器、調理器具等を消毒する設備、食器、食品等を清潔に保管する設備並びに
防虫及び防鼠の設備を設けること。また、食堂との間の防虫にも留意するこ
と。 

・ 調理に従事する職員専用の便所及び休憩室を設けること。 

・ 食品倉庫を設けること。 

・ 火気の使用により室内が高温となることを考慮した空調設備を設置すること。 

⑫洗濯室又は洗濯場  

⑬その他 【廊下】 

○ 片廊下 1.8m 以上、中廊下(廊下の両側に療養室その他の入所者の療養生活に充
てられる設備又はエレベーター室のある廊下)2.7m 以上とすること。ただし、待
避スペースとしてアルコープ等を設ける場合には、片廊下 1.5m 以上、中廊下
l.8m 以上(内法によるものとし、手すりから測定)として差し支えない。 

○ 手すりを設けること。原則として両側に設けること。 

○ 常夜灯を設けること。 

・ 車椅子用の手すりを設置すること。車椅子・ストレッチャー置き場を設けて、

廊下が倉庫化することを避けることが望ましい。 

【階段】 

○ 傾斜は、ゆるやかにすること。 

○ 手すりを設けること。原則として両側に設けること。 

【消火設備等】 

○ 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けること。 

・ 消火器は、壁から突出していない設置スペースを設け、収納すること。 

 

５ その他留意事項 

(l) 施設設備の基準面積等は、内法で確保されていること。 

(2) 建物は、設置法人の所有であること。 
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(3) 認知症専門棟を設置する場合は、上記の設備を設置するとともに、次の事項を満たす必要が

あること。 

ア 当該施設の入所定員は 40 人を標準とすること。 

イ 当該施設の入所定員の 1 割以上の数の個室を設けていること。 

ウ 入所者用ディルーム(2 ㎡/人以上)、家族介護教室(30 ㎡以上)を設けること。 

(4) 機能訓練室、共同生活室を区画せず、一つのオープンスペースとするのは差し支えないが、

全体の面積は、各々の施設の基準面積を合算したもの以上とすること。 

(5) 動線を考えること。 

ア 居室等入所者が日常利用する室間の動線は簡略にすること。 

イ 食材搬入口等の動線については、衛生上の配慮を十分行うこと。 

(6) 療養室等が 2 階以上の階にある場合は、屋内の直通階段及びエレベーターをそれぞれ 1 以上

設けること。 

(7) 療養室等が 3 階以上の階にある場合は、避難階段を 2 以上設けること。ただし、(6)に規定

する直通階段を建築基準法施行令第 123 条第 1 項に規定する避難階段としての構造とする場合

は、その直通階段の数を避難階段の数に算入することができる。 

(8) 浴室、便所等面積又は数の定めのない設備については、それぞれの設備の持つ機能を十

分に発揮し得る適当な広さ又は数を確保するよう配慮すること。  

(9) 薬剤師が施設内で調剤を行う場合は、調剤所が必要となること。 

(10) 内装(壁、間仕切りなど)についても、色彩や素材(例:木材の使用)などにおいて、高齢

者の精神的なゆとりと安らぎへのきめ細やかな配慮が望まれること。 

(11) 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

(12) 焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を設ける場合には、療養室、共同生活室及

び調理室から相当の距離を隔てて設けること。 
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　　　にあるものについては、建設予定地と一体のものとしてとらえて、建設予定地の隣接地を

　　　判断する（図３～図５)。

＜図３：一体とみなす場合１＞ ＜図４：一体とみなす場合２＞

※予定地はB区に属する。

※建設予定地の所有者と隣接地の所有者
は、別の者である。

　(2) 建設予定地の所有者と建設予定地に接する土地（今後分筆する場合を含む。）の所有者が

　　同一の者である場合の考え方

　　○　建設予定地に接する同一所有者の土地であって、建設予定地の境界から15ｍ以内の範囲
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高齢者福祉施設等整備に係る隣接地権者、地域住民等の同意について

１　隣接地の考え方

　(1) 隣接地の基本的な考え方

　　○　日照やプライバシー等を考慮し、基本的に建設予定地の境界から15ｍ以内の範囲にある

　　　土地を隣接地とする（図１、図２)。
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　○　増築又は改築に当たり、新たに隣接地を購入した場合には、新たに購入した土地を基準に

　　して隣接地権者への説明を行い、「隣接地権者等への説明経過」を作成するか、同意書を

＜図６：同一敷地内での増改築＞ ＜図７：隣接地購入による増改築＞
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　　るＢ区に隣接するＡ区、Ｃ区、Ｄ区の住民に対しても、説明を行うことが望ましい。

３　増築又は改築の場合の取扱いについて

　○　既存の建物と同一の敷地内で増築又は改築をする場合には、「隣接地権者等への説明経過」

　　を作成する必要はないが、隣接地権者等に説明を行っておくことが望ましい（図６)。

　　　なお、この場合においても、行政区、自治会等の住民に対する説明を行うことは必要で

　　あり、「自治会・町内会等への説明経過」及び住民説明会の議事録を作成するか、行政区長

※予定地と隣接地Ａは同一所有者の場合

２　地域住民に対する説明について

　○　建設予定地が所在する行政区、自治会等の住民に対して、事業計画の説明を行うこととす

　　る。その上で、「自治会・町内会等への説明経過」及び住民説明会の議事録を作成するか、

　　　なお、図１のように建設予定地が行政区の境界付近にある場合には、建設予定地が所在す

　　行政区長等の同意書を得ることとする。

隣接地
　隣接地で
　はない
　⇒隣接地

隣接地

道
路

予定地
(所有者Ａ)隣接地

隣接地

＜図５：一体とみなす場合３＞

　　等の同意書を得ることとする。

　　得ることとする（図７)。　

隣接地

予定地
（所有者Ａ）

隣接地 隣接地

隣接地Ａ
(所有者A)

隣接地

建設予定地と隣接

地Ａは、わずかに接

するだけだが、建設

予定地の境界から15

ｍ以内の範囲にある

部分は、建設予定地

と一体とみなして、

隣接地を判断する。
15m
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